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行政常任委員会 

 

平成３０年６月１５日（金）               

午 前 １ ０ 時 ４ ５ 分 開  会               

 

○南委員長   おはようございます。  

 ただいまより行政常任委員会を開会させていただきます。  

 きょうの予定は１０番の商工観光まで行きたいと思いますので、御協力をお願い

いたします。  

 それでは、市民サービス課より、付託案件についての説明を求めます。  

○内山市民サービス課長   市民サービス課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第３７号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議

決についてのうち、市民サービス課にかかわるものにつきまして、平成３０年度尾

鷲市一般会計補正予算（第２号）の予算説明書に従い御説明をいたします。  

 補正予算書の８、９ページをごらんください。よろしいですか。  

 それでは、歳入から説明させていただきます。  

 １９款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正前の額３ ,２７９万９ ,０００円に６６

０万円を増額補正し、３ ,９３９万９ ,０００円とするもので、市民サービス課所管

分は、２節総務費雑入のうち、一般コミュニティ助成事業助成金４６０万円の増額

です。内訳につきましては、歳出で説明をさせていただきます。  

 補正予算書、１０、１１ページをごらんください。歳出の説明をさせていただき

ます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１３目コミュニティーセンター費、補正前の額１ ,

７４１万６ ,０００円に対し６２１万６ ,０００円を増額補正し、２ ,３６３万２ ,０

０００円とするものです。財源内訳は、一般コミュニティ助成事業助成金４６０万

円、一般財源１６１万６ ,０００円です。コミュニティーセンター活動経費４６０

万円の増額で、１９節負担金補助及び交付金で三木里地区会と賀田区が事業実施主

体となり、一般コミュニティ助成事業に申請し採択を受けたものでございます。  

 最初に、三木里地区会の申請内容ですが、高齢化率が６２％を超える中、ひとり

暮らしの高齢者や空き家の増加などにより、集落の維持、健康や暮らしについて不

安が拡大しているため、地域住民が交流する三木里地区会事務所の活動備品等を整

備し、住民活動の環境整備を行うものです。総事業費が２２４万５ ,５０４円、自
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主財源４万５ ,５０４円、助成額が２２０万円でございます。  

 次に、賀田区の申請内容ですが、高齢化率５８％と少子高齢化が進む中、ひとり

暮らしの高齢者や空き家の増加などにより、集落の維持、健康や暮らしについて不

安が拡大しています。有事の避難所として整備した賀田避難所は、平素は地区会の

運営拠点として活用しており、この賀田避難所に活動備品を整備し、住民活動の環

境整備を行うものでございます。総事業費２４３万６ ,５２３円、自主財源が３万

６ ,５２３円、助成額が２４０万円です。  

 それでは、資料１を通知させていただきます。  

 この表は、これまでのコミュニティのコミュニティ助成を使って整備した年度別

の地区の事業でございます。まず、上の段ですが、平成３０年度、賀田区、２４０

万円を助成いただき、町内放送設備、デジタル複合機等の備品を整備するものです。

三木里区につきましても、デジタル複合機及びイベント用のテント、机、椅子等を

２２０万円助成をいただき整備するものでございます。過去４年間の整備内容とし

ましては、２９年度が梶賀区、２８年度天満・古江、２７年度が曽根・九鬼、２６

年度に三木浦町、それぞれ町内放送及びテント、イベント用品、コミュニティーセ

ンターの備品等を整備させていただいておるものでございます。  

 次に、予算書に戻っていただきまして、集落支援員事業１６１万６ ,０００円の

増額でございます。事業の概要につきましては、資料２により説明をさせていただ

きます。資料２をごらんください。  

 事業の概要ですが、導入地区は三木浦地区、期間を平成３０年７月から平成３１

年３月末まで、取り組み内容につきましては、集落内を個別に訪問したり課題を抽

出するとともに、アンケート調査の実施、分析、その分析結果をもとに集落の現状、

課題、あるべき姿について話し合いを行い、住民みずからの地域の課題として捉え

てもらう。住民がみずからの地域の課題に対して主体的に取り組み、解決していく

意識づくりを行うものです。集落の伝統文化の活性化、買い物や通院支援の調査検

討など、コーディネーターの役割を担うもので、地域住民が自主的な活動で課題を

解決することができる仕組みを構築するということが事業の目的となっております。

集落支援員の委嘱につきましては、公募または地域の推薦により市長が委嘱すると

いうことになりますが、今回導入を予定しております三木浦地区につきましては、

区からの推薦による方法で進めていきたいと考えております。  

 ８節報償費１３０万２ ,０００円、月額１４万４ ,６００円の９カ月分の報酬でご

ざいます。  
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 ９節旅費１４万５ ,０００円は、研修等に係る旅費でございます。  

 １１節需用費５万７ ,０００円、１２節役務費３万３ ,０００円、内訳は、通信運

搬費３ ,０００円、回線加入契約手数料が３万円でございます。  

 １４節使用料及び賃借料７万９ ,０００円、内訳は、複合機使用料６ ,０００円、

インターネット回線使用料が７万３ ,０００円でございます。  

 以上が平成３０年度一般会計補正予算（第２号）の説明でございます。よろしく

お願いいたします。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 市民サービス課の説明は以上でございます。これについて御質疑のある方は御発

言をお願いいたします。  

○濵中委員   これ、順番はどこからでもいいですか。  

○南委員長   構いません。  

○濵中委員   少し細かい質問になるんですけれども、資料の２ページの中の集落

支援員の事業費の中なんですけれども、ネットの手数料であるとか複合機なんかは

これで理解できるんですけれども、機械そのものは御自分で用意していただくんで

すか。  

○内山市民サービス課長   三木浦の区長といろいろ集落支援員の活動場所等につ

いて検討した結果、町内会の事務所を併用するような形で使っていくと聞いており

ます。  

○濵中委員   町内会の備品を使わせていただけるということでよろしいんですか。  

○内山市民サービス課長   コピー等については、パソコンとかもそうです。  

○小川委員   関連しまして、国からの補助金というのは３５０万、たしかあった

と思うんですけど、その中から使える分ってまだあるんじゃないですか。先ほどの

濵中委員の。  

○内山市民サービス課長   集落支援事業に対しては、集落支援員１人当たり３５

０万が上限としてございます。ただし、それには報酬と、あと、活動に係る経費が

補助として認められるものでございます。  

○小川委員   それと、先ほど集落支援員制度の中で、買い物支援とかをコーディ

ネートをしていくと言われましたけど、福祉のほうで生活支援コーディネーターと

いうのを配置しましたよね。それとの連携とかかかわり合いとか、それはどうなっ

ているんですか。  

○内山市民サービス課長   現在、九鬼において昨年集落支援員を導入して、一緒
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に福祉の会議にも入って、集落の見守り等についての取り組みをいろいろ一緒にや

らせていただいておるところでございます。  

○小川委員   じゃ、連携をとりながら検討をして、一緒にやっていくということ

なんですね。  

○髙村委員   ちょっと疑問に思っているのがあるので聞きますけど、この集落支

援で、もし収入があった場合はどういう位置づけであるんですか。全然収入という

のはないんですか。  

○内山市民サービス課長   収入というのは、この集落支援員の報酬以外に自分で

仕事をされておるというような場合ですか。基本的には専任ですので、主に地区の

活動をしていただくということなので、専業の別の職業を持っておられるというこ

とはないと考えております。  

○髙村委員   もし、場合によっては、そういうような仕事も入るんじゃないかと

思いまして、そんな場合は、わからないけど、収入も得るんじゃないかと思います

けど、全然ないんですか。  

○内山市民サービス課長   収入があれば税務課のほうで全て把握はできますので、

基本的には収入はほかにはないと考えております。ただ、区の役員さん等で集落支

援員に任命する場合があるんですが、その場合は上限４０万という金額になってお

ります。所得がある。以上です。  

○濵中委員   今の質問でもわかるように、九鬼の実際やっておる集落支援員の方

の話を聞いていても、やっぱり地域の方が、この集落支援員の方がどういった役割

を担っているのかということが実は把握し切れてないところがあるように聞いてお

ります。例えばこれでも、買い物支援とか、地区内の巡回なんかを調査検討する立

場ですよね、まずは。企画という立場でおられる方なんやけれども、この方が実際

そういうことをいきなりやるというような理解のところもあったりするので、それ

は違いますよということで、聞かれれば答えますけれども、そういった、この制度

の周知の方法がまだちょっと薄いのかなというような気もしております。何のため

にこうやってアンケートをとって、そこの分析をしておるのかというあたりも、実

際かかわっていく地区自体が、地区住民の方たちがちょっと理解が薄くて混乱をし

ておるところがありましたということも実際聞きましたので、そういったあたり、

市民サービス課としては、広報なんかを通じるのか、ワンセグで放送するのか、い

ろんな手段はあると思うんですけれども、そういったあたりの集落支援員制度につ

いての周知ということはどういうふうにされていますか。  
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○内山市民サービス課長   先日、区長会を開かせていただいたときにも、古江と

か、他の地区の区長さんから、ぜひ九鬼で始まった集落支援員の事業について、半

年たって、成果なり取り組み内容が出てきた中で、一度地区のほうでそういう説明

会をやってほしいという要望もございました。うちとしてもアンケート調査の結果

とか、九鬼で現在取り組んでいる旧ナカクニの利用した取り組み等を、各地区の要

望がある地区へ出向いて説明会なりを進めていきたいと考えております。  

○濵中委員   ７月に入りますと市長の報告会も開かれる各地区もあるというよう

なこともありますので、１回に限らず機会を捉えて、これが効果があることで、き

っと包括システム、そこも一歩進むのかなという気もしますので、ぜひ会を重ねて

いただければなと思いますので要望しておきます。  

○三鬼（和）委員   議会報告会に行ったときも、協力隊の仕事であるとか集落支

援員について、この九鬼地区やったら九鬼地区がやりましたよといって説明はする

んですけど、ちょっと漠然としておるような形で、今回三木浦地区に関しては取り

組み内容というのはかなり、九鬼のときと違って細かく出ておるので、これは地域

としてはこういった形のという狙いがあるんだと思うんですけれども、そのように

区長会なんかでも話題が出るということは、もっと先行事例を市民サービス課も調

べて、こういった集落支援員が上手に業務を応用できる、これらをやっぱり紹介す

るということも大事じゃないかなと思うんですわ。たまたま九鬼については、前に

九鬼地区に３年間もなれ親しんだ人が行うということで、これはやりながらいろい

ろ解決もできていくと思う。三木浦地区についてはテーマを決めて、きちっとこう

いうことをしてもらう人、こういうふうに値する人ということでやると思うんです

けど、まだほかの地区については漠然としておるようなものもあろうかと思います

ので、この地域支援員だったらこういった取り組み、全国例としてあるということ

も、参考例も地域の方、コミュニティーセンターを通じて提案してあげるというの

も大事じゃないかなと思うんですけど、そういった取り組みについてはいかがです

か。  

○内山市民サービス課長   基本的には、まず市の方向性を最初に要項等で決める

必要があると思います。各地区それぞれ合った形の、やる目的を先に明確にして、

その目的に合った要項をまず定めて、そこから集落支援を導入していくという形で

進んでおります。そこら辺も参考にしながら、地区の要望をまず重点的に聞き取っ

た中で、もし要項の改正とか必要であれば、それも見直しも含めて導入していけれ

ばと考えております。  
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○三鬼（和）委員   今さらそういうことを言われると困るんやけど、コミュニテ

ィーセンターをつくったときにこういったことを、ニーズ調査とかを調べるという

ことで柔軟性を持たせるように、ただ単なる公民館じゃないとか、そういった事情

でコミュニティーセンターを設置したと思うんですね。ですので、我々とすれば、

そういったニーズについてはもう既に把握され、各コミュニティーセンターとか、

各コミュニティが把握されて、特にコミュニティーセンターは地域事情を把握され

て、むしろこういったことがあればコミュニティーセンターのほうからいろいろ提

案してくるとは理解しておるんですけど、ただ、区長さんそのものはまだ聞きたい

というぐらいですので、やっぱりその辺の業務についてもコンセンサスを上手にと

って日々努めるべきだと思うんですけど、そこら辺はいかがですか。  

○内山市民サービス課長   三鬼委員さんおっしゃるとおりだと思います。各コミ

ュニティーセンター、センター長も今一本化した中で、やっと業務のほうも落ちつ

いてきて、これから地区へどんどん入っていって話を、区長の話なり地区住民の方

のお話を伺うこととしております。  

 あと、センター長のほうはなかなか回り切れない、８カ所という広い場所もある

ので、できるだけ本庁のほうから、そういう集落支援の取り組み等についての出前

をさせてもらうような形で頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。  

○三鬼（和）委員   最後にしますけど、とにかく課長も、そういったセンター長

なりコミュニティーセンターの担当者なり、そういったことはやっぱり日々欠かさ

ず、地域の事情を調べて、高齢化も進みますし過疎化も進むわけですから、生活し

やすいやっぱりまちを見守っていくという形で、日々課長のほうもそういったのは

お声がけをしていただいて、怠るというのは表現がおかしいですけど、していただ

きたいと思っていますので、お願いします。  

○野田委員   まず、これは、集落支援員さんというのはもう決定したんでしたか。

済みません、ちょっと初歩的な。  

○内山市民サービス課長   基本的には、補正予算が認められるのがこの議会の閉

会日になりますので、予算が認められていない中ではまだ決まってはおりません。  

○野田委員   ある程度見込みという形はされておるんですか。言い方はおかしい

ですけれども。  

○内山市民サービス課長   当然、地区の事情をよくわかる方ということで、区の

ほうで推薦を受けるという形をとっておりますので、区の区長さんのほうで話は進

めてもらっていただいています。  
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○野田委員   形式的な財源の話ですけれども、集落支援員制度というので九鬼に

導入されて、今回も特別交付税措置をされるということですので、一般財源を使い

ながら、補助金という形で戻ってくるということでよろしいんですね。  

○内山市民サービス課長   その年度内に、特別交付税措置といいまして、交付税

の中へ算入されていくような形と聞いております。  

○野田委員   先ほどの三鬼委員との重複する部分はあるんですけれども、九鬼に

ついても、やはり最終的に補助金という関係もあるのかどうか、アンケート調査を

終わって、それで半年間の事業は終わったというような形で、私、一議員として見

る中においては、やはり即効性というか、効果という部分は余りないのか、これか

らになってしまうという部分が見受けられたわけですよ。それで、今回この事業の

概要の取り組み内容も見る中で、アンケート訪問とか、ある程度聞き取りの段階で

今回も終わってしまうのではないのかなと。それが集落支援事業なのかなというよ

うな認識になってしまうんですけど、その点どうですか。  

○内山市民サービス課長   基本的には国の補助をもらって行う事業ですので、

後々会計検査等もございますので、一定の調査、アンケート、また、訪問すること

によって地域の高齢者、ひとり暮らしの方とのお話もできるということで、アンケ

ートは有効な手段という形で取り組んでおるところでございます。決してアンケー

トだけで終わるんじゃなしに、九鬼についてもいろいろ、旧スーパーの跡地利用と

か、駅までのボランティア輸送についても現在協議をして始まったところでござい

ます。そもそもこの集落支援員の目的は、集落支援の方がいなくなっても、地区内

でそういう課題がボランティア等によって解決できる仕組みをつくるものでござい

ますので、端的に集落支援員を入れて、その方がボランティアで車を運転してとい

う事業ではないということだけ御理解いただければと思います。  

○野田委員   アンケートで終わるという気持ちというか、そういうことはこちら

も思っていないんですけれども、ただ、軸足としてはアンケートのほうに、九鬼に

ついてはアンケートの調査、それは補助制度の完成のための一つの条件ですけれど

も、ただ、もう一つのほうの集落支援員が導入部分としていて、その後地区の方が

本当に自然な形で運営できるという形が理想像としてあるわけですね、理想形とし

て。そこら辺のところが、やはり半年ではなかなか見えづらい部分がありますので、

そこら辺にやっぱり軸足というか、重点を置いていただきたいという部分がありま

すので要望しておきます。また視察もさせていただきます。  

 以上です。  
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○小川委員   集落支援員って結構使い勝手のいい制度だと思います。これ、全国

３ ,０００人以上おったと思うんですけど、今のところ、北のほうでは高齢者の方

の家の屋根からの雪かきをやったり、あと、島根県のほうでは空き店舗の再生とか、

そういうところをやっているところもあると思います。任意事業ということに対し

て、地区でやってもいいことなんですよね、例えば代筆とか代読とか。今ここに書

かれているのは多分必須事業になってくると思うんですけど、任意のほうは、その

地区で決めていただければいいということなんですよね。  

○内山市民サービス課長   地区の要望にもよるとは思うんですが、ある程度集落

支援員を導入するに当たって、要望内容に合ったやっぱり要項から先に考える必要

があると思います。現在、尾鷲市で定めておる要項につきましては、地区の見守り、

それで、集落支援員がいなくなっても、そういう仕組みが継続していけるというよ

うな形で募集をかけて運営していくというような要項ですので、そういう直接的な、

例えば熊野市さんとかが行っている獣害対策にも集落支援員を、時間給みたいな形

で募集してやっているところもございます。今の現状、うちの要項をそのまま個別

のそういう事業に充てていけるのかと言われると、なかなか厳しい部分があると思

います。  

○小川委員   がちがちにしてしまったら、せっかくの集落支援員制度が使いにく

い制度になってしまいますので、その地区で困り事とかがあったら、それもある程

度やっていけるんやろうなということを聞きたかったんです。  

○内山市民サービス課長   個別の事案はいろいろあると思うんですが、ここで即

答は控えさせていただきます。  

○奥田委員   資料１のコミュニティーセンター活動に関連して１点お伺いしたい

んですけれども、この４月から、九鬼、三木里、曽根にそれぞれおったセンター長

が１人になりましたよね。  

○南委員長   議案のほうから審査をお願いいたしたいと思います。  

○奥田委員   関連でだめですか。  

○南委員長   だめです、これは。まず議案からの。  

○奥田委員   今も集落支援の中身とか結構言われておったので……。  

○南委員長   センターとは……。  

○奥田委員   センターの中身というのはどうなのかな思って。  

○南委員長   その他のほうで、それだったら。まずは付託議案の予算の範囲内で

お願いいたしたいと思います。  
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○濵中委員   アンケート調査と実働についての関係性をもうちょっと詳しく説明

をいただければなと思うんですけれども。  

 結局この尾鷲市の集落支援員制度がやるアンケートというのは、その地区の抱え

る問題、ニーズをまず掘り起こすということですよね。それで、それをした結果、

何が必要なのかということを再度確認して、どういった活動が必要なのかという、

そういう認識なんですけれども。それで、その実働になるのは集落支援員自身では

なくて、地域の方たちに、有償になるのかボランティアになるのかはそこからの話

としてでも、そういった企画をする人がこの集落支援員という認識でよろしいです

か。  

○内山市民サービス課長   現在九鬼で行われておる、例えば漁協から駅までの交

通手段という面についても、アンケートの調査によって困り事の上位に上がってお

りました。ここは先ほど言われた福祉の地域のケアと一緒になって……。  

○南委員長   私語を謹んでください、聞き取りにくいものですから。お願いしま

す。  

○内山市民サービス課長   そういう場合のボランティア輸送に係る保険の入り方

とか、そこら辺が社協さんのほうでいろいろ手法を持っていますので、そこと一体

になって、そういうボランティア輸送の場合の運賃の取り方とか、協力していただ

ける方に実費分をお支払いできるのかどうかというあたりの仕組みを今現在取り組

んでいるところでございます。  

○濵中委員   そうしましたら、これは、どの地区でこの集落支援員事業をする場

合にでも、まずはその地区のニーズ把握のためのアンケートは全部の地区でやられ

るというふうに理解すればよろしいですか。  

○内山市民サービス課長   基本的には今現在のうちの尾鷲市の集落支援事業の要

項で定めている範囲の中で募集をかけて、推薦をいただきながら人選をするんです

が、アンケートは一つの手法でございます。地区の事情を把握する、地区の困り事

を把握するという意味でアンケートが有効な手段であると国からも示されておりま

すので、まずは現状把握でニーズ、どのくらいの要望があるのかというあたりの掘

り起こしから、やっぱり真っ先にやってもらう事業かなと考えております。  

○濵中委員   そうしますと、そのニーズ把握ができて、この地区では何をするべ

きかということが決まって次の実働に移るときに、実働部隊の中の１人として集落

支援員が参加するということは可能なわけですね。  

○内山市民サービス課長   個別の事案にもよると思うんですが、全くだめという
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ものではないと考えております。  

○南委員長   他にございませんか。  

○上岡副委員長   期間なんですけれども、これには３０年７月から平成３１年３

月末と書いてあるんですけれども、これは年度年度でして、３年度まで行けるんで

すかね、延長は。  

○内山市民サービス課長   尾鷲市の集落支援員の設置要項に定めておるんですが、

集落支援員の委嘱期間は４月から３月までの１会計年度を単位として、特別交付税

措置を受けることができる期間の範囲内で２回まで延長することができるとうたっ

ております。  

○南委員長   ３年ということですね。  

○内山市民サービス課長   ３会計年度という考え方です。その前に交付税措置が

もし打ち切られるようなことがあれば、まずそこで考える必要があるということで

す。  

○上岡副委員長   また延長ができるかもしれないと。ありがとうございます。  

○三鬼（和）委員   ちなみに他市町では、この国の交付税算入される手当以外に、

市としてもプラスして取り組んでおるところは調べてはないんですか。そういった

取り組みというのは。  

○内山市民サービス課長   集落支援員の各市町の導入状況というのは出ているん

ですが、市独自でやるという場合は多分臨時職員とか、そういう形でやって……。  

○三鬼（和）委員   そういうことじゃなしに、支援員が行っていることに対して、

市も交付税の分と含めて市費も導入して、そういった支援員制度を活用しておると

いうやり方をやっておる市町はないんですかということ。  

○内山市民サービス課長   当然、集落支援員事業で課題の把握に努めて、その解

決方法にそういう人的な要望が必要であれば、市単独でそういう方を臨時で雇うな

りにして充てている市町はあると思っております。  

○三鬼（和）委員   臨時じゃなくて、この支援員の方がやる事業の中で、国の交

付税算入される範囲内、今のところ範囲内での説明なんですけど、市としても市費

を足してこういった事業展開をやっておるとか、そういうところはないんですかと

いうの。当然、本市についてはあったにしても、財政が厳しいのでどうかという問

題もあろうかと思うんですけど、そういった取り組みというんですか。これはみん

な金額の範囲で仕事をしなくちゃいけないということもあるじゃないですか。ちょ

っと話は違いますけど、地域おこし協力隊にしても結構ボランティアを頼んだりと
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か、別のところで資金をつくっていろいろ、国のその中ではできないということで、

市も出せないので、そういった形でやっておるところは多いと思うんですね。ほか

の例はないのか、市はあっても無理かもわからんですけど、どうなんですか。  

○内山市民サービス課長   そこまでは調査はしておりません。  

○南委員長   今回拡大じゃなしに、できたらこの予算の範囲内で質疑をお願いい

たします。  

○野田委員   拡大ではないんですけれども、将来的な展望というか見込みを、ど

うしても期待したい中において再度質問させていただくんですけれども、やはり国

の制度を利用することは十分僕は理解できるんですけど、最終に課長が今おっしゃ

ったような形の、やっぱり地域を持続可能なまちにしていくための、最終形はそこ

で行くことを考えないといけないと思うんですけれども、そういうところの見込み

を、行政としては、アンケートの中でも何でもいいんですけれども、やっぱり見込

みを持っていただきたいという気はするんですけれども、どうですか。  

○内山市民サービス課長   アンケートの中から、ごみ出しの要望とか、バスの交

通の問題とかいろいろあります。そういう意見をいただいた中で、行政でできる範

囲は当然行政で、見直しも含めてやっていかなければならないかなとの考えです。

違いますか。  

○野田委員   九鬼が今年度どのようになっているかというのは、集落支援員制度

をまだ利用されておるんやったんですか。それで、今回三木浦も、この６カ月補助

金でアンケートを中心としたというか、循環できるまちにしていくということのア

ンケートをとるということなんですけれども、またその半年後、これ、補助がなく

なった後のどうするかというふうな想定はどうなんですかね。それだけお願いしま

す。  

○内山市民サービス課長   今回、九鬼の場合は１０月からということで半年間だ

ったんですが、今回は７月からということで９カ月間を予定しています。９カ月間

丸々アンケートをとるわけじゃなく、九鬼でアンケートの実例は一通り様式等もで

きていますので、そのアンケートも利用しながらいけば、そんなにも、ことし、ア

ンケートだけで終わるような事業ではないと考えております。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   では、ないようですので、報告事項があるということでございます

ので、報告事項のほうの説明を求めたいと思います。  
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○内山市民サービス課長   それでは、折橋墓地の移転事業について報告をさせて

いただきたいと思います。資料３を通知させていただきます。  

 この資料ですが、本年３月末現在の折橋墓地の管理者調査の状況でございます。

まず、墓石総数２ ,８２２基、確認済み墓石が、起業地外、起業地内を合わせて１ ,

８１５基、１ ,００７基の墓石が未確認の状態でございます。そのうち、黄色で示

している起業地内総数２ ,１８９基のうち、確認済み墓石数は１ ,３５９基、６２ .

１％の墓石の管理者が判明している状況でございます。  

 次に、未確認墓石１ ,００７基につきましては、本年６月１日付で官報に無縁墳

墓等改葬公告を掲載するとともに、今後、広報おわせやエリアワンセグを活用して

周知に努めてまいりたいと考えております。また、起業地内の未確認墓石、緑色で

示している部分の８３０基につきましては、戒名及び死亡年月日の読み取り調査を

実施いたしました。今後、お寺さんの協力をいただきながら、過去帳などから管理

者の追跡調査を行い、少しでも無縁仏とならないように努めてまいります。なお、

官報への掲載内容につきましては、都市計画道路尾鷲港新田線整備事業のために無

縁墳墓等について改葬することになりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者

及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は本公告掲載の翌日から１年以内にお申し

出ください。なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬すること

になりますので御承知くださいというものでございます。  

 次に、墓地移転候補地、光ヶ丘地内の候補地なんですが、住民同意の状況につき

ましては、これは資料はございませんが、対象となる世帯数は、持ち家の方、借家

の方、借家の持ち主の方、合わせまして７８世帯ございます。そのうち現在までに

６１世帯、７８ .２％の皆様から同意書に署名をいただきました。同意を得られて

いない１８世帯の皆様からは、今後、工事による騒音、雨水・土砂災害に対する不

安、墓地が隣接することによる土地家屋の価格の低下などを心配する意見をいただ

いております。担当課としましては、近隣住民の皆様の不安や御意見に対して、ま

だ工事等の詳細設計はできておりませんが、対応方法について御説明をさせていた

だきながら、同意を得られるように努めていきたいと考えております。  

 折橋墓地移転事業の報告につきましては以上でございます。  

○南委員長   折橋墓地についての経過報告をしていただきましたが、特にこれに

ついて御意見、御質疑のある方は。  

○奥田委員   これ、この墓石管理者数を見ますと、未確認は結構多いんですね。

３５％もあるんですね。ちょっと意外でしたけど。  
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 １点お伺いしたいんですけれども、逆に土地の所有者というのはどのぐらいいら

っしゃるんですか、何人ぐらい。今度造成するんですよね、そこの光ヶ丘の墓地の

隣。  

○内山市民サービス課長   移転候補地につきましては、土地の所有者の方は２

件・２名でございます。  

○奥田委員   その２件の方とはどんな話し合いをされておるのか。  

○内山市民サービス課長   昨年、移転候補地の決定をする中で、地権者の方の同

意はいただいております。  

○南委員長   他にございませんか。  

○三鬼（和）委員   この墓地移転候補地なんですけど、これは年度的には、整備

にかかわるのはこの１８世帯、まだあれはもらっていないということなんですけど、

予定では、確認というのか、整備にかかるというのはいつなんですか。  

○内山市民サービス課長   担当課としましては、平成３１年度当初予算で造成地

が決定すれば、土地の調査費とか詳細設計の費用を計上する予定でスケジュール的

には考えています。設計、１年かけて３１年度終わって、造成につきましては３２

年から工事が始まるのかなというような想定のスケジュールを考えております。  

○南委員長   よろしいですか。  

 特にこの折橋の墓地の問題については、いろんな不明墓地も多いということです

けれども、職員さんは寝食を問わず一生懸命頑張っていただいているということを

聞いておりますので、さらに努力をしていただいて、一日も早い墓地移転ができる

よう強くお願いをいたしたいと思います。  

 特にこの際ですので、奥田委員さん、先ほどの。簡潔に。  

○奥田委員   コミュニティーセンターの活動に関連してお伺いしたいんですけれ

ども、これまで九鬼と、それから三木里、曽根、センター長が３名いたのが４月か

ら１名になったということで、今回も賀田区、三木里区でこういう備品とかいろん

なもの、整備とかあるわけなんですけど、４月以降、その辺、大丈夫ですか。うま

く機能しているのかなとちょっと気になったものですから。  

○内山市民サービス課長   センター以外にも４月から職員が新しく配置されたコ

ミュニティーセンターもございます。そこらも含めて、１人のセンター長は各８館

回って、事務の取り扱いについてからまず指導いたしております。その中でセンタ

ー長のこれまでいなかった地区、コミュニティーセンターについても一応本庁とオ

ンラインで証明書の発行も行っておりますので、そこら辺の事務取り扱いも含めて
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統一してやっていくような形で、まずセンター長には当たってもらいました。そこ

ら辺の事務の統一を図った上で、今度はセンター長が各センターで区長との話し合

いとか、地区の話し合いについて今進めておるところでございます。特に支障等は

ございません。  

○奥田委員   ただ、私、気になったのは、３人おってそれが１人になるというこ

とで、僕はこれ、課長級を行かせないかんのじゃないかなという話もしましたよね、

３月かな。でも、結局は曽根におったセンター長が全部見ると。今まで南輪内だけ

見ておっただけでよかったのが、北輪内も、それから、九鬼も早田も全部見ないか

んという、物すごく大変じゃないかなという気がして。市長も６月議会が終わって

から、八つのコミュニティーセンターを回って市政報告会をやるんでしょう。旧町

内でやらないのに、旧町内でまずごみ焼却場の話をせなあかんと思うんやけれども、

それは置いておいて、８回もやらなあかんような地域ですよ。それだけ市長も、地

域地域でやっぱりそれなりの課題があるんだというのを認識しているから、８カ所

でもわざわざやるわけでしょう。それだけのところを、職員１人しかおらんわけで

しょう。あとは臨時職員ですもんね。正職員は１人しかおらんところをやらせると。

僕は市長のやり方、それは人口が減っているから正職員は１人でいいんだというよ

うな考えかもしれんけど、でも自分が８回も、６月議会が終わって市政報告会をや

るわけでしょう。やるんでしょう。８カ所回るんでしょう。それだけ自分が問題が

多い、各地区各地区のやっぱり問題点、各地区ありますよ、課題があるということ

を御自分が認識しているにもかかわらず、センター長は１人でいいというのは、僕

はちょっとやり過ぎじゃないかなという気がして。これ、センター長は大変なんや

て。今、どこにおるんですか。曽根におるのかな。九鬼まで全部やらないかんとい

うと相当な距離があるし、何か問題があったらそれだけで半日終わってしまいます

よ。今言われたように、臨時職員で賄っておるわけやもんで、いろんな問題が出て

くると思うし、日々のルーティンの仕事だけで、クレームとかそんなのだけで１日

終わってしまうんじゃないかなと。だから、本来のコミュニティーセンターとして

のいろんな活動というものをやっていかないかんけれども、なかなかそういうこと

が、片手間と言ったらおかしい、あかんのか、きちっとできないでずるずる行って

しまうんじゃないかなという気がしてならんのですけど、その辺、課長はどう思わ

れますか。率直なことでいいで。市長の味方をせんでもいいし、率直に、客観的な

ことを言ってくださいよ。  

○内山市民サービス課長   確かに今まで３名おったところを１人になったわけで



－１５－ 

すから、移動も含めて大変だとは感じております。ただし、本庁のほうも、九鬼ま

でですと１５分あれば行けますので、課長補佐ももともと九鬼のセンター長をして

おりましたし、私も三木里等へも出かけることもできますので、十分対応はできる

と考えています。  

○南委員長   よろしいですか。他にございませんね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   じゃ、市民サービス課は終わります。御苦労さんでした。  

 次に、福祉保健のほうをお願いいたします。  

（休憩  午前１１時２９分）  

 

（再開  午前１１時３０分）  

○南委員長   それでは、早速ですが、福祉保健課の議案第３７号の補正予算の説

明を求めます。  

○三鬼福祉保健課長   福祉保健課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、福祉保健課からは、議案第３７号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正

予算（第２号）の議決についてのうち、福祉保健課に係る１件を御報告申し上げま

す。  

 第２号補正予算書の８ページ、９ページをごらんください。発信させていただき

ます。よろしいでしょうか。お願いいたします。  

 歳入として、１３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金でござ

います。補正前の額１ ,８５９万１ ,０００円に対し１１８万８ ,０００円を増額し、

１ ,９７７万９ ,０００円とするものであります。３節の生活保護費補助金１１８万

８ ,０００円の増額は、このたび生活保護法が改正されることに伴うシステム改修

費用に対する国からの２分の１の補助金でございます。  

 続きまして、歳出について御説明申し上げます。  

 １２ページ、１３ページを通知させていただきました。よろしくお願いいたしま

す。  

 歳出として、３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費、補正前の額２ ,

６７０万１ ,０００円に対し２３７万６ ,０００円を増額し、２ ,９０７万７ ,０００

円とするもので、財源内訳は国庫補助金及び一般財源が１１８万８ ,０００円ずつ

でございます。委託料２３７万６ ,０００円の増額は、生活保護法改正に伴うシス

テム改修委託料でございます。今回の改正の主な内容につきましては、本年１０月
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以降、保護費の算出基準が３年間にわたって段階的に最大５％引き下げられるなど

の生活保護法の改正が主なものでございます。  

 以上で平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の説明といたします。よ

ろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。  

○南委員長   説明は以上でございます。御質疑のある方は御発言を願います。  

 ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   付託議案についてはないようですので、せっかくの機会ですので、

もし、その他のほうで何か御意見なりありましたら。  

○濵中委員   実は今、包括ケアシステム、どんどん準備が進んで、実際に実行さ

れている部分もあろうかとは思うんですけれども、今回総合病院が、いろんなケア

病棟であったり医療報酬の体制を変えようとする中で、しきりに在宅医療との連携

というようなあたりを病院のほうから説明をもらっておるんですけれども、じゃ、

実際、在宅医療がどれだけ機能しているかのあたりの情報提供が福祉のほうからい

ただけたらなと思うんですけれども、恐らく広域からの情報収集も必要なのかなと

思うので、今すぐ全てのことを御説明いただくことは無理かとは思うんですけれど

も、ぜひ近いうちに、そういった資料なり情報提供なりということは可能でしょう

か。  

○三鬼福祉保健課長   御説明申し上げます。  

 在宅医療介護連携につきましては、本年４月に尾鷲総合病院６階に在宅医療介護

連携支援センターが、広域連合主体でスタートしたのが事実でございます。定期的

に、尾鷲市、紀北町を初め、センターの職員とお話をさせていただいておりまして、

現在はスタートということもありまして、このセンターの周知や総合病院の地域連

携室との連携、役割分担について、センター職員を中心にお話ししているのが現段

階でございます。今後は、委員おっしゃられるように、在宅医療が現在どこまでで

きていて、今後どこを目指すのかという数値的なものは、在宅医療を行っていらっ

しゃる紀北医師会、または在宅看護を行っている紀北医師会のよろこびさんやあい

あいさんが看護をやっておりますので、その辺の情報収集につきましては、現段階

ではお示しできるものがないのが現状ですので、時期を見てその辺もセンターを中

心に集計をして、ひとまず現状をお示ししたいと思います。  

○濵中委員   今本当に各地区が無医地区状態になっておりますのと、あと、この

旧町内で幾ら総合病院が構えているとはいえ、通院手段にもやはり市中心部から外
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れている方たちからはかなり心配する声も出ておりますので、それで、それはこの

間も市長は答弁の中で、高齢者が元気に最期までという言葉を言われました。もち

ろん理想ですけれども、やはり高齢になれば医療というものが切り離すことができ

ない状況になる人がほとんどですので、それで、そのあたりで総合病院の役割を確

認する上でも、在宅医療ということがきちんとこの市内で保障できるのかどうかと

いうことの確認をした後、総合病院の役割というものも判断する一つの資料にした

いと思いますので、ぜひそういったあたりで資料提供のほうをお願いしたいと思い

ます。  

○三鬼福祉保健課長   そのような形で進めさせていただきたいと思います。  

○奥田委員   １点だけ教えてほしいんですけど、地域包括ケアシステム、在宅医

療も含めて、どこがリーダーなんですか。  

○三鬼福祉保健課長   地域包括ケアシステムはあくまでも市町が責任主体です。

尾鷲市におきましては、医師会を初め、広域連合という紀北町と合同の介護保険の

事業主体も組んでおりますので、尾鷲市にありましては尾鷲市、紀北町、そして、

医師会がまたがっていることもありまして、やはり重要な医療も含めて、紀北広域

連合を含めまして、両市町、両包括の５者で行っておりますが、どこが責任主体か

といいますと市でございます。  

○奥田委員   そうすると、包括支援センターというのは社協のほうへは委託です

か。事業は委託という形やね。ですかね。違ったかな。委託という形やけれども、

あくまでも尾鷲市の市長がリーダーという認識でよろしいですか。  

○三鬼福祉保健課長   実際には、地域包括支援センターが市民とのかかわりの中

でほとんどの役割を果たしています。市によっては市直営で包括支援センターを持

っているところと委託のところとあって、尾鷲市は後者のほうですので、事業費に

つきましては、紀北広域連合から直接地域包括支援センターを運営している社協に

運営費が行っている流れですけれども、あくまでも責任としては、やはり直営で持

っている市町も含めて、市が責任主体として包括支援センターの運営にも相談も含

めてかかわるということになっています。  

○奥田委員   だから僕が思うのは、地域包括ケアシステムというきちっとした、

今ＤＰＣの話もありますけど、僕は今はＤＰＣは無理やと思うんですわ。はっきり

言って無理やと思います。今その仕組みができていませんから、きちっとした。だ

から、僕は地域包括支援センターも委託よりは直営のほうがいいのかなと個人的に

は思っておるんですけど、そこのところ、やっぱり市がきちっとしたリーダーシッ
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プをとって、この尾鷲市の福祉・医療の体制をきちっと、在宅医療も含めた、本当

にきちんと広域連合も含めて、医師会との連携をきちっととって、リーダーシップ

をとってやらないことには、僕は本当に、長谷川先生らも心配しておるけど、尾鷲

市の医療は崩壊しますよ、これ。今のＤＰＣなんかも完全に進めていかれると。だ

から、その辺のところをよく考えて、市長はＤＰＣをやりたいみたいですけど、そ

れは収益は上がるかもしれませんよ。上がるけれども、その一方で医療が崩壊して

しまったら何ともならんじゃないですか。ＤＰＣだって崩壊しますよ。だからそこ

のところを、福祉保健課長か福祉保健課の皆さんも含めて、きちっと市長に提言し

てやってください。提言してくださいよ。市長は一方しか考えていないから。こっ

ちならこうしたらいい、こうしたらいいんやみたいな、利益を上げたらいいんやろ

うみたいな。その一方で他方のことは考えていないから。考えるところはあります

から、僕が思うのには、ごめん、失礼かもしれないけれども、全体をやっぱりよく

見てその仕組みをつくらないことには、僕はＤＰＣは無理やと思っておるし、そこ

のところを課長、課長はしっかりされておるので、その辺のところをよく市長に提

言して、リーダーシップをとって尾鷲市の地域包括ケアシステムを構築してほしい

なと思うんですけど、その辺いかがですか。意気込みを聞かせてほしい。  

○南委員長   ＤＰＣの問題につきましては、後日、病院と市長もお招きして議論

展開ができるので、地域包括ケアについてのみ説明を求めます。  

○三鬼福祉保健課長   委員おっしゃられますように、あくまでも地域包括ケアの

責任者は市でございます。今、広域連合から受託している認知症ケアとか生活支援

体制整備事業も、社協には委託をしておりますが、やはり委託元である市が責任を

持って果たすべきですので、毎週定期的に会合には私も含めて担当者もかかわらせ

ていただいていますし、やはり委託事業がきちっとできるかどうかは、市のかかわ

りが非常に丁寧にやらないと市の方向性も示せませんので、その辺は責任を持って

かかわっていきたいと思っております。  

○三鬼（和）委員   全く同感というか、広域連合の選抜されておる議員でおった

ので、地域包括ケアセンターを社協へ委託するというのはここ数年前から始まって

おりますけど、このシステムについては大きな事業だと尾鷲市挙げてのまちづくり

の中の事業であると。委員長、先ほど病院の、具体的なことはあれなんですけど、

病院の責任者も市長ということがあって、社協がそういったソフトというのか、シ

ステムを構築するというのは無理だと思うので、市がきちっと構築した中で、社協

の役割とか病院の役割とかというのをきちっと市が示さないといと、中途半端のま
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まで進んでいくような気がしておるので、これは高齢化、過疎化になる中で、国が

医療費とか福祉費とかそういうのも下げよという施策にやらざるを得ないようなと

ころに追い詰められておるということは間違いないもので、一番悪いのは国なんで

すけど、もう我々小さい市町についてはそうせざるを得ないというところがあるの

で、それは庁内議論、市長の認識等含めて徹底してほしいなと思うんですけど、そ

の辺いかがですか。  

○三鬼福祉保健課長   やはり地域包括ケアシステムの中では、平成２７年の改正

から約３年間にわたって、広域連合を初め５者で協議してまいりました。それで、

やっと在宅医療介護連携支援センターもこの４月にできましたし、認知症の仕組み

も医師会の協力を得て認知症初期集中支援チームも動き出しております。今後課題

となっているのは各地区での生活支援体制、買い物支援や移動支援、見守り、それ

につきまして、仕組みはもうできておりますが、これがどう機能するかというのが

非常に大事ですので、やはり市挙げて連携先である医師会や社協等も含めて、それ

で、特に今後大事になってくるのは、地域の方々とどうやって仕組みをつくって、

それをどう維持していくかというところですね。やはり地区の方の協力がなければ、

これは仕組みをつくっても回っていきませんので、この辺は丁寧にやっていきたい

と思っております。  

○三鬼（和）委員   特にこのシステムは、片方では老人の方にも、我々も老人の

域、私も入ってきたわけなんですけど、健康でおれと言いながら、そういった、健

康でおっても年をとってしまうと一人で生活できないということも出てくると思う

んですね。健康で年をとることが一番望ましいとは思うんですけど、そういった中

でのまちづくりを、尾鷲市だけじゃなしに日本全国、過疎が進んでおるところで進

められておるわけですもので、これは市がまちづくりの核として議論するべきであ

って、ある意味、一つの課だけに抱え込む問題でもないと思いますので、そういっ

た議論展開をやっぱり議会の中でも示してほしいと思いますので。本来、市長に言

わなあかんことかもわかりませんけど。  

○三鬼福祉保健課長   先ほどおっしゃっていただいたことは、先ほど御説明もあ

りました市民サービス課の集落支援員や地域おこし協力隊も、地区の中に入ってい

ってリーダーシップなり働きかけをされていると聞いております。今回、九鬼地区

をモデル地区として、生活支援体制整備も社協の生活支援コーディネーター２名が

丁寧に入って、週に何回か入って話し合いを重ねております。それで動き出してい

る事業もありますので、その辺も一つ一つ、他の地区への普及も考えて行っていき
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たいと思います。  

○南委員長   また、当委員会としても地域包括事業についてのまた機会があれば、

勉強会なりしたいと考えていきたいと思いますので、その節にはよろしくお願いい

たしたいと思います。  

○濵中委員   これ、ホームページの話なんですけれども、福祉のほうの福祉と医

療のマップがホームページのほうに出ていますよね。それで、そういったものの情

報提供としてはかなり詳しく載せられているんですけれども、これ、ＰＤＦなんで

すよね。それで、これは市がつくられたものなんですか。それとも、社協のものを

ここにリンクしておるんですか。まずは１点。  

○三鬼福祉保健課長   それは在宅医療介護連携支援センターが今後更新していく

ことを前提に、広域連合と両市町、両包括５者でつくったものでありまして、現在

は総合病院６階の在宅医療介護連携支援センターが管理をしております。  

○濵中委員   詳しく各事業所が載せられておって、一覧としてはいいのかなと思

うんですけれども、今どきのものですので、例えばリンク先のホームページを自分

のところで持っておるところやったら、クリックしてそこの内容に詳しく飛ぶとい

うところまで行ったほうが親切かなと思うんです。というのは、一番先頭にある総

合病院が、お問い合わせくださいになっておるわけなんですよ。リンクしておれば、

そこへ入れるだけでそこである程度の情報がつかめるというような。せっかくここ

まで来たんやったら、先へ先へという形でシステムアップされるのがいいのかなと

いう気がするんですけれども、かなりの費用が要るんですかね、こういうものには。

どうなんでしょうか。  

○三鬼福祉保健課長   御指摘いただきましたことは、やはり利用される側にとっ

ては非常に大事なことだと思います。まだそこまで行っていないのが現実ですが、

費用も含め、どういう形ができるかを検討するように伝えたいと思います。  

○南委員長   濵中委員、簡潔にお願いいたします。  

○濵中委員   病院のところでも言わせてもらったんですけれども、やはりひとり

暮らしの人がすごくふえておるということは、親御さんと離れて遠方におられる子

供さんたちが、自分のところの親の、どういった介護に向かうか、医療に向かうか

というのを、離れたところから情報を得ながらお願いするという形が最近多いよう

に聞いておりますので、こういった情報源というのは実はかなり利用されておると

いうことを聞いておりますので、使い勝手の面に関してはどんどん検討していただ

きたいと思います。お願いします。  
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○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、ここで正午のために休憩をいたします。開会は

１時１０分からにいたします。  

（休憩  午前１１時４８分）  

 

（再開  午後  １時１１分）  

○南委員長   休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 次に、水産農林課の付託議案の説明から求めたいと思います。  

 課長、よろしくお願いします。  

○内山水産農林課長   それでは、議案第３７号、平成３０年度尾鷲市一般会計補

正予算（第２号）の議決について、補正予算書（第２号）及び予算説明書に基づき、

水産農林課に係る予算について説明させていただきます。  

 歳入から説明いたします。通知します。  

 予算書の８ページ、９ページをごらんください。  

 １４款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金につきましては、補

正前の額１億８２万３ ,０００円に対しまして１５０万円を増額し、１億２３２万

３ ,０００円とするものです。内容は、１節農業費補助金１５０万円の増額で、新

規就農者総合支援事業費補助金でございます。これは、新規就農者に対しまして、

農業への意欲や就農後の定着を図るものでございます。詳細につきましては、歳出

のほうで説明させていただきます。  

 続きまして、歳出について説明させていただきます。通知します。  

 予算書の１２、１３ページをごらんください。  

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費につきましては、補正前の額２

７０万円に対しまして１５０万円を増額し、４２０万円とするものです。財源内訳

は国県支出金１５０万円の増額でございます。内訳は、１９節負担金補助及び交付

金の１５０万円の増額で、内容としまして、農業次世代人材投資事業における補助

金１５０万円でございます。  

 詳細につきましては、農林振興係長の湯浅より説明させていただきます。  

○湯浅水産農林課係長   農林振興係長・湯浅です。よろしくお願いします。  

 それでは、事業について説明させていただきます。  

 １ページの資料１をごらんください。通知します。  
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 事業名は農業次世代人材投資事業であります。事業の目的といたしましては、次

世代を担う農業者となることを志している経営の不安定な就農初期段階の新規就農

者に対して、この補助金を交付することで就農意欲の喚起及び就農後の定着を図る

ことを目的としております。  

 次に、事業の概要でありますが、中山間地域においては大規模農地の確保が困難

であり、大量生産が見込めないことから、三重県等関係団体とサポートチームを構

築し、新規就農者とコミュニケーションを図りながら農業で生活ができるようサポ

ートを行っていく、さらにこの補助金を活用し、経営拡大を見据えながら農業を続

け定着することで、遊休農地の解消や地区の活性化にもつなげていきたいと考えて

おります。事業費につきましては１５０万円になります。財源内訳といたしまして

は、県補助金の新規就農者総合支援事業補助金で、補助率については１０分の１０、

１００％の補助であります。交付期間につきましては最大で５年間、交付額につき

ましては、１年目１５０万円で、２年目以降につきましては、前年所得により変動

する可能性はありますが、最大で１５０万円ずつ交付していきたいと思います。  

 続きまして、２ページをごらんください。  

 これが新規就農予定者の耕作の予定地となっておりますが、三木里インターから

おりて、あさひがあってすぐ一番最初の橋があるんですけど、そこを流れている川、

山後川という川になって、それの右岸側を駅側のほうにずっと上っていただきます

と、上岡農道という立派な農道がついておりますけれども、上岡農道のちょうどカ

ーブになっている中腹の、昨年の総務産業のほうの視察で見ていただいて、バスを

とめていただいたあたりになるんですけれども、その部分の柵の中の部分になりま

すので。  

 場所については以上でございます。  

○内山水産農林課長   以上で議案に係る説明を終わらせていただきます。御承認

賜りますよう御審議よろしくお願いします。  

○南委員長   説明は以上でございます。  

 御質疑のある方。  

○野田委員   本当にこれはいい話だと思っております。今後、こういう人材投資

事業というものを拡大していってほしいなと思っています。水産農林課の農林のほ

うに関しては、やっぱり喜んでいる方もいますもので、それだけ伝えてまずおきた

いと思いますので、ひとつ頑張っていただきたいと。  

 それで、先ほど言った、こういう確保を今後掘り起こし、そういうののニーズを
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拾い上げるというか、収集するぐらいの体制をもってやっていただきたいと思いま

すが、どうですか。  

○内山水産農林課長   今回、この対象となる方なんですけれども、昨年いろいろ

話がございまして、ことしの３月に三重の農業大学校を卒業してということで、地

元に帰って就農したいという強い御意思がございました。そういう情報がございま

したので、いろんなことで多方面に対しましても、私らとしましても農業振興のこ

ういう新規就農者の方を確保できるように、農業委員会等にも情報収集しながら努

めていきたいと思っております。  

○濵中委員   この事業の対象は個人でよろしいんですか。それと、今回のこの予

定箇所というのも民間地でよろしいですか。  

○内山水産農林課長   個人でございます。それで、この農地を使わせてもらうの

も個人の所有の農地でございます。  

○濵中委員   そうしますと、この事業をほかからも希望する場合、条件というも

のはどういったことになりますか。例えば、提出する資料を、その耕作予定の品種

を予定せんならんとか、そういった計画書のようなものなのかとか、それから、そ

の受ける人が何年ぐらいの継続性を持っているのかとか、そういったことを、もし

条件があるのでしたら。  

○内山水産農林課長   交付要件につきましては、まず、独立自営、就農時の年齢

が原則４５歳未満の認定新規入就農者で、次世代を担う農業者になることに強い意

思があるということがまず一つです。二つ目としましては、独立自営の就農をする

ということ、それから、三つ目としましては、青年等就農計画ということで、独立

自営就農５年後に農業で生計が成り立つことが実現可能な計画を立てるということ、

それと、最後に四つ目としまして、農地中間管理機構から農地を借り受けると、こ

のような五つの採択要件がございます。  

○濵中委員   そうしますと、最後の借り受けるということになりますと、自前で

農地を持っておったのが休耕しておってという形では、もともと新規参入者という

ことになりますと、例えば祖父が持っておった農地を孫の代で使うとか、そういっ

たことで計画を立てられるというのは外になるというふうになりますか。  

○内山水産農林課長   相続等ということでそれがきちんと相続されて、その方が

その土地で行うというふうな、まずその明確なものが必要になってきます。そうで

あれば可能です。  

○奥田委員   これは、この資料１を見ますと、５年間くれるんですか、この１５
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０万というのは。  

○内山水産農林課長   最大で５年です。  

○奥田委員   そうすると、個人でやりたいという人、これは土地を借りてやるん

ですよね。借りてやるにしても、５年間もらえるんやったらもっとやりたい人はお

るんじゃないかなという気がするんですけど、今回１人ですよね。今後どう考えて

おるんですか、担当課としては。  

○内山水産農林課長   先ほど野田委員からも質問がございましたように、こうい

うふうな事業もあるということを、まずは農業委員会等にも周知もさせていただき

ながら、またいろんな情報収集には努めてまいりたいと思います。  

○奥田委員   これ、県の補助金ということですけど、県のほうは枠みたいなのは

あるんですか、何人までは構わないとか。どんどんやってくれという話なのかな。

やってくれという話なら、どんどんやってもらったらいいと思うんですけど。枠は

あるんですか。  

○内山水産農林課長   前年度に要望等の聞き取り等ございます。その中で、こう

いうふうな該当する人がいるのかというのをまず把握する必要がございます。その

中でのとりあえず要求をする、土俵に上げるための聞き取り調査ということで、県

のほうには情報を上げるようにしております。  

○奥田委員   今のところ、どうですか、ほかにいらっしゃるんですか、そもそも。  

○内山水産農林課長   今のところ、この方１名だけです。  

○奥田委員   ちょっとやっぱりＰＲ不足ですよね。これ、１０分の１０の補助で、

１人だけで。こんなの、みんな知らなかったんじゃないですか。定住してきた方な

んかも、農業やりたい方も結構いらっしゃると思うんですけど。定住じゃない、移

住してきた方も。もっといてもよさそうですけれども、やっぱりＰＲ不足というこ

とですかね、課長。今後ＰＲに努めてください。  

○内山水産農林課長   委員さん言われるとおり、尾鷲市にとっては本当に貴重な

新規就農者の方でございます。それで、私らとしても、こういうふうな方がより多

くこの補助を使えるように、また今後ＰＲのほうも行っていきたいと思います。  

○村田委員   今、ＰＲをどんどんしていくという課長のお答えがありましたけれ

ども、具体的にそれは農業委員会等に声をかけてということなんですが、例えば本

当に本気でこういうことを、いいことであると皆さん言っているし、市当局もそれ

はいいことだと思っているんでしょうけれども、進めていくのであれば、もっと条

件整備をしなきゃならんのじゃないかなと思いますよ。地元出身者で実家等、ある
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ところはいいですけれども、完全に尾鷲市に住んでいなくて、これまで生活したこ

とがない、そういう人が来てこういう仕事に従事をするということであれば、いわ

ゆる居住する、そういった整備も必要なんですよね。そういったことも幅を広げる

とどうなのかと思いますけれども、やっぱり今さまざまな施策が国からされており

ますよね。ですから、先ほども、きのうからずっといろいろ議論があったものです

から、空き家対策とかそういうものを絡めて、そういう条件整備もしてやることが、

一つでも二つでも、こちらに来る可能性を探る上において大事ではないかなと思い

ます。その点はどう思われますか。  

○内山水産農林課長   今年度の３月から農地取得下限面積というのを、まず２０

アールが１０アールに下げております。また、空き家バンクに附随する農地につき

ましても１アールということで、そういうふうな条件で、農地を取得しやすいよう

な方向性、施策というふうなのを農業委員会のほうでも考えていただきながら打っ

ているところでございます。そのことで、よそから来る方に対して、そういうふう

に就農しやすいような施策のほうは今後もやっていきたいと思っております。  

○村田委員   それはそれでどんどん進めていただきたいなという感じがするんで

すけれども、それは農地とかそういうものに対してでしょう。ですから、尾鷲市に

移住をして尾鷲市で在住をするということであれば、当然いろんな条件の整備も側

面的に、ほかの課と協議をしながら進めていくということも一つの方法ではないか

なと。これはあなた方はいろんな御用煩多ですから、なかなか難しいかなと思いま

すけれども、それこそやっぱり各課と連携をして、定住・移住というのはこれは各

課で取り組んでおって、尾鷲市としてもこれは、今はある意味では最大の目的とい

うような格好で施策を進めておるわけですから、そんな中でせっかくこういういい

政策が出てきたんですから、これはやっぱりその辺のところは、担当課としてさら

に力を入れていかなくてはならんのじゃないかなと私は思うんですね。ですから、

恐らく課長もそう思われておると思うんですけれども、さらに他の課と連携をして

進めていただくことを希望しておきたいと思いますし、それから、あと１点、これ

は２年目以降は最大１５０万円で、前年所得により変動ありということなんですが、

これを具体的に説明してください。  

○内山水産農林課長   所得制限の上限というのが３５０万円というのがございま

す。前年の所得が１００万を超えた場合は、前年の総所得をもとに算出式がござい

まして、それに基づいて交付額が変動してきます。なお、前年の総所得が１００万

未満の場合につきましては、年間１５０万円が一律交付をされます。また、経営開
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始年度、初年度につきましては、前年の所得にかわらず１人当たり年間１５０万円

が交付されるということです。算出式につきましては、３５０万円から前年度の所

得を引きまして、それに５分の３を掛けた価格が交付金額となります。例を挙げさ

せていただければ、前年の所得が１５０万円あった場合、交付金額が３５０万円か

ら１５０万円を引いた２００万円に５分の３を掛けた１２０万円が交付額となって

きます。  

○村田委員   ということは、詳しい計算式はすぐ私はわかりませんけれども、最

低限でも、農業に従事をしてそれは維持をしていける、最低限の生活ができていく

という算式のもとにそういうことになっているんですか。  

○内山水産農林課長   そういうふうに私は理解しております。  

○村田委員   それと、あと、場所の問題なんですけれども、今回は三木里で場所

がありますけれども、そのほかにも候補地となるようなことは、今当局で把握はし

ておるんですか。  

○内山水産農林課長   この要件としまして、中間管理機構を通しての農地を借り

るということの要件もあります。その中で、現在尾鷲市におきましては、中間管理

機構へ貸したいという農地が約１０ヘクタールほどございます。そこら辺の農地の

部分も今後整理していきたいと思っております。  

○三鬼（和）委員   農業委員の形も変わって、調査する方が２名いるということ

で、今１０ヘクタール登録があるということも含めて、休耕田等も農地、可能であ

ったらということで、休耕田バンク、そういった形のも進めると同時に、たまたま

これもテレビを見ておったら、コケ栽培が米の８倍も９倍も利益があるということ

で、若い方がＩターン、Ｕターンで来て農業をするということをたまたまＮＨＫで

やっていましたもので、そういったことも含めて、こういった事業をやりませんか

という、Ｉターン、Ｕターンへの説明会とかあるじゃないですか。そういったとこ

ろにもやっぱりメニューに入れてもらったりとか、課から積極的に行って、移住・

定住につなげるとかやればいいんじゃないかなとちょっと思ったんですけど。あと、

地元としても、地元で経済的に担うような農業は何かという、花栽培なのか、野菜

なのかどうかということも、やっぱり専門家の方と、これだったらこれぐらいの生

活はしていけるよというのは既存の農家の方とも踏まえまして、そういった資料を

提供するということも大事じゃないかなと思うんですが、いかがですか、その辺。  

○内山水産農林課長   三重県のほうには就農支援センターというのがございます。

これは以前から水産業のほうでは活用させていただいております。農業のほうにつ
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きましてはなかなか活用する機会がなかったんですけれども、今後私もそちらのほ

うと連携を図りながら、委員さん言われたように、ＰＲ等とか、いろんな資料提供

とかに努めていきたいと思います。  

○髙村委員   一般質問でも言いましたように、農業委員会をやっぱり使ってもら

って問題を、こういういいことがあるのを提起してもらって、みんなで話し合って

もらって、尾鷲の農業はこういうふうに進化していくんじゃとしてもらって、みん

なで盛り上げて、いい話はたくさんの人にわかってもらうようにＰＲ、先ほど奥田

委員が言うたようにＰＲをよくしてもらって、みんなで、こういういいことがある

んやなとわかってもらえば、今回１人だけやったのが、３人、５人とふえていくと

思うんです。ぜひともそういう方面に力を入れてください。  

○内山水産農林課長   委員さん言われるとおり、農業委員会のほうにもこのよう

に、さまざまな情報のほうも事務局として提供のほうもしていきたいと思います。  

○小川委員   農業も対象になると思うんですけど、事業継承税制というのがあり

ますよね、国で決まった。それによって税面でも優遇措置というのがあると思うん

ですけど、よそから来た場合でも、それから、譲り受けた場合でも相続税がゼロに

なるとか、そういうのもあると思うんですけど、そういうのは把握されていません

か。  

○内山水産農林課長   優遇措置の面について、勉強不足で把握しておりません。

どうも済みません。  

○小川委員   多分使えると思いますので調べて、そういうのをＰＲするときに使

えれば、余計する人が多いんじゃないかと思いますので。  

○内山水産農林課長   ありがとうございます。またそこら辺の優遇措置の面につ

きましても、あわせていろんな資料のほうも提供していけるように努めていきます。  

○楠委員   １点確認したいのが、１点じゃない、二つあるんだ。ごめんなさい。  

 事業概要、三つの要素があるんですよね。中山間地では大量生産は見込めない。

だけど、農業で生活できるようにしなきゃいけない。それで経営拡大を図ると。こ

の三つの要素があるんですけど、そこに県等の関係団体等、サポートチームを構築

しと書いてあるんですけれども、構築されているんですか。  

○内山水産農林課長   今後、サポートチームは構築していきます。それで、サポ

ートチームの内容なんですけれども、この新規候補者対象者に対しまして、経営技

術、営農資金、農地の各課題に対応できるように、それぞれの専門担当者を交付担

当者に選定していきます。まず、経営技術につきましては、県の農業改良普及員と
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か三重県の就農サポートリーダー、また、営農資金につきましてはＪＡの金融担当

職員とか、それから、農地につきましては農業委員会、また農地利用最適化推進委

員でございます。  

○楠委員   そこで、その作業をすると、補助金の対象となる期間は５年間ですよ

ね。このときに、補助対象となった事業が５年間のうちに、事業評価は多分される

と思うんですけど、それは中間点があるのか、５年間全部終わってから出すものな

のか、その辺の確認をお願いします。  

○内山水産農林課長   これにつきましては、２年に一度評価を行っていきます。

評価の内容としましては、まず意欲ということで、積極性、協調性、自立性がある

か、それから営農状況、農地で栽培の技術、圃場管理、ネットワーク、流通・販売、

労働管理、経営管理等を行っているのか。それと経営の実績、生産で規模とか品質

状況などが調査対象になっております。  

○楠委員   基本的にその５年間で、本来の事業の目的である就農後の定着を図る

ということが最大目標になると思うんですけど、仮に、消極的な考え方なんですけ

ど、この事業を５年間やったけど、サポートチームはいっぱい協力してくれたんだ

けど、経営拡大につながらなくて、とてもじゃないけど生活苦になるといって５年

間で事業をやめた場合に、その後の処理という着地点も考えているのでしょうか。  

○内山水産農林課長   委員さん、多分、これがもし返還等が必要になる場合とか

というケースと思われるんですけれども、まず、返還となる場合につきましては、

交付期間が終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合とか、それ

から、虚偽の申請を行ったとか、それから、青年等就農計画の承認申請時に親族か

ら農地所有権移転を確約したけれども、それが行えなかった場合、そういうふうな

場合が考えられます。  

○南委員長   他にございませんか。  

○上岡副委員長   私、就農していただいている地域におる者としては、この１５

０万というのは決して多くの金額ではなくて、多分、少し農業をされた方にとって

はわかると思うんですけれども、苗も育てないといけない、草刈りの道具もそろえ

ないといけない、それで、今回この方は家も借りて住んでおられるので、地域でも

結構、四、五名がサポートを一生懸命していただいているんですけれども、プラス

アルファ市からも、本当にまだ若い子なので、サポートをしっかりとしていただき

たいというのをつけ加えさせていただきます。  

○内山水産農林課長   私らもサポートチームに任せるだけでなく、私ら市として
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も支援のほうは行っていきます。  

○南委員長   付託議案についてはよろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   では、ないようですので、その他の報告がありますので、その他の

ほうの報告をよろしくお願いいたしたいと思います。  

○内山水産農林課長   それでは、市政推進プロジェクトの進捗について説明させ

ていただきます。通知させていただきます。  

 それでは、まず、水産事業再生プロジェクトのほうから説明させていただきます。

資料の３ページをごらんください。  

 今回３月議会におきまして説明させていただいたとおり、水産事業再生プロジェ

クトには短期計画、中期計画、長期計画と分かれております。まず、短期計画のほ

うから再度簡単に説明させていただきます。  

 １番、天然魚の高鮮度化を図るために、旬の魚の活け〆を検討していきます。例

えば早田のブリにおきましては、船上で活け〆機により絞めることで好評いただい

ております。これが単価の向上につながっていくものと考えております。  

 二つ目、養殖魚の高品質化につきましては、飼料の開発を検討していきます。  

 三つ目、旬の地魚の質的なことを数値化することを定量化として、脂肪を測定し、

これは脂の乗りぐあいのことなんですけれども、そのことによってうまみをあらわ

していきます。  

 四つ目としましては、鮮度の評価としまして、活け〆効果を測定し、見た目、歯

応え、鮮度について数値化を行っていきます。  

 続きまして、中期計画でございます。これは漁船漁業における操業の効率化及び

省人化でございます。例をとりますと、早田大敷では平成２９年に新船を建造しま

して、操業の効率化及び省人化を図る取り組みを行ってきております。今後５年間

をかけて計画の実証に取り組み、水産農林課としても引き続き支援のほうを行って

いきたいと考えております。また、このように、早田大敷のような事例をふやして

いくことにより、漁業従事者の方とも連携をとって図っていきたいと思っておりま

す。  

 次に、長期計画についてでございます。まず、漁協合併も控えておりまして、尾

鷲魚市場の活性化を目指しまして、水揚げの集約化、拠点市場としての体制整備に

向け漁業協同組合と検討していきたいと考えております。  

 続きまして、実施中の事業について説明させていただきます。一つ目、後継者対
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策につきましては、地域の受け入れ体制の整備や行政の就業支援について継続的に

行っていきます。二つ目、漁場の保全につきましては、藻場・干潟の保全活動やア

オリイカの産卵床の設置、各種種苗放流を行っております。三つ目、藻類や二枚貝

の養殖につきましては、それぞれ事業化に向けての養殖技術の向上を図っていきま

す。  

 水産事業の再生プロジェクトの進捗状況につきましては、短期計画の取り組みと

しまして、一つ目は、春ブリの体脂肪率の測定を行うことにより、脂の乗りが高い

ことが判明されてきております。二つ目の定置網漁業者によるブリの活け〆につき

ましては、見た目、歯応え、鮮度において有効性が確認されております。また、こ

れにつきまして、イベントや鮮魚販売店、ホームページなどにおいて情報発信のほ

うをしております。水産事業の再生プロジェクトとしましては、これらの事業を進

めていくことにより、目指す姿である漁業者の所得向上、担い手の確保、持続可能

な漁業の展開を図っていきたいと考えております。  

 次に、資料の４ページをお願いします。  

 次に、尾鷲ヒノキの販路開発プロジェクトについてでございます。  

 本プロジェクトでは、尾鷲ヒノキのブランド力の向上、付加価値の高い商品づく

り、販路拡大の目的を図るために、林業関係者及び行政で構成するプロジェクト会

議で協議を重ねてきました。この協議の結果、ここにロードマップに六つの事業が、

事業名で左のほうに書かせていただいておるんですけれども、一つ目の地域独自の

サプライチェーンマネジメント事業、二つ目の木材販売営業強化事業、三つ目の木

工製品販売事業、四つ目の商業施設木材利用促進事業、五つ目の尾鷲ヒノキ育林技

術継承事業、六つ目の尾鷲ヒノキ商標登録事業の６事業を策定しまして、５カ年計

画のロードマップを策定いたしました。本年度につきましては、この６事業に対し

まして、この地域、林業の直面している課題、問題点の洗い出しを行い、今後必要

となる附帯事業などについて検討してまいります。今現在の進捗につきましては、

６事業の一つである、三つ目の木工製品販売事業におきまして、４ページ目の一番

下の事業なんですけれども、現状の把握、課題の洗い出し、各事業者の商品の把握

を行い、本委員会、委員さんから提案された製品について、都市部への企業にアプ

ローチをかけることになっております。その結果に基づいて、今後動きのほうを検

討していきたいと考えております。それと、ロードマップの三つ目の木工製品事業

の赤い矢印が現在の進捗状況をあらわしております。また、ことしの４月４日から

９日の６日間の間で、阪急梅田本店におきまして、第２０回日本の職人展が開催さ
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れました。本市からぬし熊さんが参加され、尾鷲わっぱの販売をいたしております。

今後におきましても６事業を推し進めていくとともに、商工観光課と連携を図りま

して、商品の販売、販路の拡大を推し進めていきたいと思っております。  

 以上でプロジェクトの説明を終わらせていただきます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 先ほど、水産事業再生プロジェクトと尾鷲ヒノキの販路開発ロードマップの説明

を受けました。これについて、何か御質疑なり御意見のある方。  

○小川委員   まず、水産のほうの再生プロジェクトのほうなんですけど、活け〆

とかありますよね、ブリの。これって普通に絞めるだけで、神経を抜くとか、そん

なもの、全部やるんですか。やっぱりそれをやったほうがいいと思うんですけど。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   漁業者の方においては、神経絞めまでされてい

る方もみえると思います。機械化等を進める中で、安全に操業されて絞める技術も

ありますが、機械化を図る中で、活け〆の機械を使いながら、早田の事例なんかで

いきますと、そういうふうに活け〆をしているというふうな形で、神経絞めも一部

しているんですけれども、特に積極的にされているのは活け〆という形でやられて

おります。  

○小川委員   それと、鮮度の評価とかありますよね、科学的分析とか。これ、鮮

度を保つために活け〆もやっていると思うんですけど、それよりもみんなが、定置

網だけじゃなしに、鮮度を保持するんだったら、今シャーベット状の海水を使った

スラリーアイスというのがありますけど、あれを使うと鮮度が二、三日違うという

のがありますけど、そういうのの導入ということも、鮮度保持をするんだったら考

えたほうがいいんじゃないかと思うんですけど、それは検討していないですか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   当然、委員さんおっしゃるように、活け〆にす

るだけではなく氷を積極的に使うとか、そういう形じゃないと活け〆の効果はあら

われてこないと思いますので、漁業現場で使われるのか、それともまた流通側で使

われるのか、いろんな検討があれば、また市としても協力していきたいと思います。  

○小川委員   いや、氷じゃなしに、シャーベット状のスラリーアイスの、海水の

シャーベット、分離せんやつがあるやないですか、今開発されている。そういうや

つのことを言うたんですけれども。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   氷のいろんな技術があるということで、アルコ

ールスラリーとかシャーベット状の氷の技術もいろいろ研究が進んでいると聞いて

いますので、そういうふうな情報が必要な部分につきましては、市としても積極的
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に協力していきたいと思います。  

○三鬼（和）委員   この水産事業再生プロジェクトなんですけれども、ここに飼

料という、餌の開発というのがあって、これは外国の問題からもこのことが出てお

るんですけど、一体この開発が完結するっていつなの。ずっとこういう言葉を使っ

ておって、どれぐらい地元の養殖であるとかそんなのに普及しているのかな。こう

いった短期計画の中に掲げるのはいいですけど、餌を何とかしようというのは、外

国の問題からスタートしてもう何年もなるわね。かなりの年数になると思うんです

けど、それで、いつ開発、めどというのは立つんですか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   委員さんおっしゃった、養殖用の飼料の高騰が

あるという中で、漁業者においては共済事業も絡めながら、そういう対策もされて

おるということがあります。一方で、そういう養殖技術というところで、日々、低

魚粉飼料とか、そういうことも進んでいる中で、市としてこの部分の高品質化とか、

餌の開発をしていくということはなかなか難しい部分もあるんですけれども、県の

研究所とかのアドバイスをいただきながら、養殖協議会というのがあって、そこで

の情報提供といいますか、研修に行かせたりとか、そういうふうな形での部分につ

いて、市としても引き続き支援をしていきたいなというふうには思っています。  

○三鬼（和）委員   飼料については、できたらいいものが開発されて、市内で養

殖されておる方が限りなく全体で使われたら、どこのタイを出荷しても、尾鷲マダ

イなり尾鷲マハタなという形でブランドが向上するということなので、いつ完結す

るんだとは言いましたけど、県と協力して、それと一方では、生産者の生産コスト

を下げてあげる。値段自体は、タイは、小川委員に聞いたらかなり、８００円ぐら

いまで上がったとは、９００円ぐらいまで上がったといういい話は聞きましたけど、

いつも問題になってきたときには、値段と生産高がくっついてしまうというのは現

状で、それによって養殖されておる方が少なくなってきたりとか、無理に後継しな

かったりというので、輪内湾でも５０億以上はるかに、８０億近い生産高があった

のがかなり今は減っておるし、尾鷲湾も減っておると思うんですね。こういったの

が安定すると、次の方というか、後継者も引き続きやってもいいのではないかとい

う大きな問題になろうかと思いますので、検討、協議して、これは本当に実りある

形をやってほしいなと思うんですけど、その辺どうですか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   真鯛養殖の事例なんかを聞きますと、漁獲コス

トに占める餌代の割合が７割前後はあると、非常に大きなウエートを占めていると

いうところで、こういうふうな魚粉の低廉化とか、そういう飼料の効率化を図って
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いくようなことを、県にも協力していただきながら進めていきたいということと、

そういう中では、国の制度でセーフティーネットという制度があって、漁業者もそ

れを積極的に今活用されて、餌が急騰するときには国の支援等が得られるような、

そういう情報提供を漁協さんとやっておりますので、そういう点では、技術面、制

度面でサポートできることをしていきたいなというふうには思っております。  

○三鬼（和）委員   私が理解する限りでは、尾鷲の養殖なんかも、初めにハマチ

の養殖からスタートして、割かし１年ぐらいで出荷できるといって資金も回せた中

で、３年ぐらいかかるタイの養殖がスタートしましたけど、現在はメーンというか、

財政的な面もタイが占めておるということなので、これ、生産コストが下がれば、

今後後継者というか、尾鷲の水産業の事業として、これより減らさんでも済むとい

うこともあり得ると思うので、していただきたいのと、あと、下のほうに、安定化

させるためにいろいろあるんですけど、この辺の定置網とかそういったような話を

すると、底引き網とか巻き網、ああいったので資源が、尾鷲沖においてもそういっ

た操業があるので、なかなか定置の分も減ってきておるという現状もあろうかと思

うんですけど、そういった対策とか、今後そういったことで考えていけることとい

うのは検討はされているんですか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   そういう広域的な漁業調整につきましては、県

のほうが積極的に今していただいておりますので、市町単位で何か具体的にやって

いるのかと言われると、そういう部分は今現状ない状況です。県全体の中での取り

組みとか、漁協さんと海区含めたそういうふうな調整が行われておると聞いており

ます。  

○三鬼（和）委員   尾鷲の場合はブリ敷きはありますけど、特に尾鷲漁協へ定置

網がする部分については、そういったことで水揚げが減ってきておるという現状は

間違いなくありましたし、今回漁協が合併するということから、やっぱり市として

も県にお願いして、その辺は資源確保、その地区地区の主権がきちっと、海区調整

委員なんかの仕事なのかもわかりませんけど、その辺はやっぱり県に働きかけをし

ていただかないと、尾鷲の定置網自体の水揚げが上がっていくのかな、どうかなと

いうのは問題があろうかと思うんですけど、その辺の問題点についてはどう考えて

いますか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   当然、資源管理とかそういうことも含めて、委

員の御指摘のような形で、県のそういうふうな会議等あれば、地元からの声として

は伝えていきたいなと思います。  
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○奥田委員   この水産事業再生プロジェクト、尾鷲ヒノキ販路開発プロジェクト

ですけど、済みません、いつも苦言ばかり言うて、私は非常に不満なんです。不満

です。というのは、きのうも私、市長には申し上げたんやけれども、このプロジェ

クトというのは１０月に立ち上がりましたよね。七つのプロジェクトのうちの二つ

ですよね。これ、市長は方向性だけを示したんやと、今も、方向性を示すのを３月

末までにやるというふうに言いわけをしていましたけど、これは言いわけなんです

よ。これ、１０月のときの資料を見ますと、具体的な計画を立案策定すると。その

具体的な計画って何かというと、何を、どのように、いつまでに実行するかと。そ

れをこのプロジェクトの中で３月３１日までにやりますよと明記されておるんです

よね、きちっと。だから方向性だけ示せばいいんだと、３月に。方向性を示しまし

たよと。だから、あれは完全な僕は言いわけやと思うんですけど。もちろん、市長

は、本当に僕、次来たら、また観光のときに言おうと思うんですけど、完全な言い

わけだと思うんですよね。この水産のほうとヒノキのほうを見ても、具体的なもの

はないじゃないですか、全然。短期、中期、長期と書いていますよ。それで、ヒノ

キのほうも、ある意味タイムスケジュールみたいになっておるけど、中身を見ると

全然なんですよね。中身がないんですわな、これ。  

 僕、苦言言うてごめんけれども、僕はやっぱり、これは市長の肝いりやもんで、

多分新しく市長に就任して、やっぱり新しいことをやりたいと、もっと発展的なも

のをやりたいと思っておるはずなんですわ。僕は市長自身も不満に思っておるんじ

ゃなんかなと思うんやけれども。これじゃ、今までやってきたことの延長ですよ、

完全な延長。例えばここで出ている長期計画、尾鷲魚市場の活性化とか、あるじゃ

ないですか。だったら、いついつまでにはこの市場の改修も必要なんでしょう。い

ろんな拠点市場としての整備、本当に具体的に、どういうふうに進めていっていつ

までにやるのかとか。済みません、要らんことを言うて。要らんことを言うかもし

れないけれども。それから、ヒノキのほうでも、例えばこれ、木工製品の販売事業

といっても、２０１８年度でまた研究とか検討会やるんですか、あとまた１年。そ

の後またパンフレットを作成してなんて、パンフレットもいっぱい作成しているん

でしょう、これまでにも。それで、中身といったら何にもないですね。具体的に担

い手対策の取り組みをやるの、担い手対策と書いてあるだけで、ずっと、中身が何

にもないんですね。  

 もう一個言わせてもらうと、もう二つぐらい言わせてください。この商業施設木

材利用促進事業とかそんなのを見ても、商品開発といっても、これ、商品開発をや
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ります、また１年かけて検討しますと。その後また新たな商品の開発をこれからし

ていきますと。だから、こういう新しい商品を考えているのでこういうふうな、い

つまでに、来年はこれを考えたいとか、こういう分野のものとか、そういうのがあ

ればいいと思うんやけれども。それでもう一個、あと、尾鷲ヒノキの育林技術継承

事業、これにしてもファンドを使うと言っておるけれども、これは民有林のファン

ドを使うと言いながら、何一つ具体的な事例がないやないですか。それで、また１

年間検討しますという、２年間検討するのかな、２年間これからまた検討して、そ

れで、その次の１年後は市有林でファンドの導入についてとりあえず実施すると。

どこにも民有林のファンドを持ってくるとか、ないやないですか。ないですよね。

ごめんい、苦言ばかり言うて。その下の尾鷲ヒノキの商標登録事業を見ても、尾鷲

ヒノキの商標登録を目指しますと。それで、また１年かけて商標登録の準備をしま

すと言うて、これ、どうしていくんやろう。よくわからんのですけれども。  

 だから、こういうのは僕はプロジェクトと言うのかなと思って。今までやってお

ったことの延長やないですか。これで副市長は、たしか三鬼和昭議員の一般質問や

ったかな、水産のものと尾鷲ヒノキのプロジェクト二つはもう完璧にできましたみ

たいな説明じゃなかったですか。これが本当に完璧なんですかね、これは。何の具

体例もないやないですか、これ。中身がさっぱりない。ごめんなさいね。だって、

今のその辺のところを僕はきちっと、もうちょっとこれは真剣に取り組まないと、

やっぱり尾鷲の水揚げもかなり減ってきて、水産業、今、仲買の人にしても、魚屋

さんにしても本当に今苦しいんですよ、皆さん。本当に今苦しいんですよ、水産業

も。林業も一緒ですわ。だからその辺の、本当にこのプロジェクトを立ち上げた趣

旨、意義というものを、やっぱり市長も地場産業を何とかしたいという思いでこれ

は立ち上げておるわけでしょう。そのわりには、この半年、９カ月やってきて中身

が何もない。どうなんですか、課長として。これ、本当にこれでいいと思いますか。

何か一個ぐらいこれ、目玉みたいなのがあれば僕はまだ救われると思うんやけれど

も、目玉も一個もない。課長ににらまれると怖いですが、その目で。大きい目で。

もうちょっとこれ、副市長もこれで満足しておるみたいやけれども、座長の副市長

も完璧にできましたなんて言ったけど、これは本当に完璧なのか。僕は不満でしよ

うがないんですけどね、これは。  

○南委員長   このプロジェクトのリーダーは副市長やったな。副市長を呼びます

か、そうすると。座長やで。  

 じゃ、休憩いたします。暫時休憩します。  
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（休憩  午後  ２時０２分）  

 

（再開  午前  ２時０２分）  

○南委員長   会議を続行いたします。  

○小川委員   林業のほうで、今、中国のほうで建物用の柱やとか構造物に日本の

ヒノキや杉が使われるように法改正されまして、ことし８月からやったですかね、

施行されるのが。それで、建材として売るのに物すごいチャンスじゃないかと思う

んですけど、そういうのは把握されていますでしょうか。  

○内山水産農林課長   今現在、尾鷲林政推進協議会において、中国のほうへのア

プローチができるかという動きをしております。これにつきましては、尾鷲市、そ

れから、紀北町の業界の方らもすごい興味を抱いておりますので、そこら辺の部分

について、今現在情報収集に努め、事業化を進めておるところでございます。  

○小川委員   それと、今、中国では、今まで中国というと石で家を建てるとか、

そういうのが知られていると思うんですけど、最近中国の富裕層が木材で家を建て

るのがはやっているというか、ふえてきているみたいで、それでまた、日本のヒノ

キを使った桶風呂、一つ２００万とか３００万で売れるというニュースも見ました

ので、そういうのもチャンスじゃないのかと思うんですけど、その点どうなんです

かね。  

○内山水産農林課長   今言わせていただいたように、今事業化に向けていろいろ

なもので取り組んでおります。その一つの中で、向こうへのニーズ等の把握という

のもやっぱり必要になってくると思いますので、そこら辺の情報収集のほうにも努

めるような動きをしたいと思います。  

○濵中委員   今、中国の話が出たものですから、以前、大連と友好都市をやると

きに、水産の連携ということも一つの目的の中に、伊藤市長がおっしゃっておられ

たような記憶があるんですけれども、今回このプロジェクトを幅広く追求していく

ときに、大連との関係というのが最近ちょっと薄くなっておるような気がするんで

すよね。もう一度そこを強固にするのかどうかということも含めて、こういう売り

出し、ヒノキにしても魚にしても、せっかく結んでいる友好関係というのが生かせ

ないのかなという気もするんですけど、それはどうですか。そこにはまだ議論は行

ったことはないですか。  

○内山水産農林課長   そこへの議論はまだ至っておりません。  

○野田委員   私なりの言葉で、水産事業再生プロジェクトについての、今奥田委
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員が話をしていましたが、計画にちょっと、大雑把過ぎるかなという気がして。や

はり目指す姿が、漁業所得者の向上、担い手の確保、持続可能な漁業の展開とかと

あって、計画が、今やっておるというのが、非常に見づらいというんですか、何を

どうしていきたいんやというものが、これまで水産の関係、これは林業のほうもそ

うですけれども、水産のほうでこれまでの蓄積というのがあると思うんですよ、い

ろんなことをやってきた蓄積の中で最終的にどういう、漁業者もこの５年間で４０

人ぐらいの減少、このままずっと減少傾向が続く中で、はしょって最後まで行きま

すけれども、目指す姿の担い手の確保といっても、どれぐらいの人数からどうする

のかとか、後継者をどうするのかとか、やっぱり目指す本当の姿の人数というのは、

できるできんはありますけれども、そこまで行かんと、これだけでは非常にわかり

づらいというか、やる方法をどうするのかというのは見づらい。このことだけに関

していいますけど、水産事業だけ。今副市長が見えましたもんで、また後で確認さ

せてもらいますけど、やっぱりそういう部分で不備が多いかなというふうにも思っ

てしまう。林業のほうはまた後にします。その点どうですか。  

○内山水産農林課長   委員さん言われるように、時間軸をまず設けるような形の

計画のほうを立てていきたいと思います。それによって、現状課題があって、目指

す姿があって、そこら辺の姿が、林業のロードマップじゃないんですけれども、そ

ういうふうな見やすいような形になっていくと思いますので、そういうふうなつく

り込みをしていきたいと思います。  

○野田委員   私、まずは水産のほうばかり行きますけど、実施中のアオリイカと

か、そんなのは現状やっていて成果が上がっておるわけですよね。あと、カサゴの

放流、ヒラメの放流というのは、底ですから、ある程度地域に根差した漁業の中に

組み入れられておるわけですよ、もう。そういう分は、ある程度の成果というもの

は出てきているし、これは日常のジョブの中でやっていけることやし、もっと違う

部分で、二枚貝のこういうのはこれからの部分でしょうけれども、そういうところ

に特化するというのならわかるんですけれども、そういうことで、これが見づらい

部分があると。ということは、逆にやりづらいと思いますよ、やるほうは。以上で

す。その点どうですか。  

○内山水産農林課長   委員さん言われることも理解はしております。私としまし

ては、短期、中期、長期、この事業をベースにしまして、見やすいような、本当に

見てわかるような実施計画のロードマップなり、そういうふうな形で今度つくり上

げたいと思います。  
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○村田委員   課長、今のあなたの答弁、おかしいのと違うかな。これは野田さん

がそういうことを言われたから、それも加えていきたいということはわかるんです

よ。わかるんですけれども、プロジェクトチームでここまで進めてきて、短期、中

期、長期、こう上げてきておるんですから、そうは言っても、私どもはこういう方

針で進んで、私どもの計画は段階を踏んでこういう形で進むんですよという説明が、

私は今の時点でなければおかしいと思うんですよ。それができなくて、ただ委員か

らのいろんな意見を聞いて、おっしゃることはしかりです、ですからこうします、

ああしますと、このこと自体、この姿勢自体が、私は本来このプロジェクトチーム

の、プロジェクトという中身に本当に取り組んでおられるのかなという疑問すら感

じざるを得ない。ですから、その辺のところはいかがなんですか。実態はいかがな

のか。副市長、どうなんですか。  

○藤吉副市長   水産事業再生プロジェクトの取りまとめに当たりましては、これ

まで尾鷲市として、担い手対策であるとか、アオリイカの産卵床であるとか、いろ

んな取り組みについて、いろんなデータが出てきてはあるんですけれども、それが

全然外へ出ていなかったということ。それで、今回取りまとめに当たりまして、短

期計画という形で書いてありますけれども、体脂肪率の測定とか活け〆というのが、

かなり外へ出せる状態になってきたので、３０年度については、ホームページ等で

外へ出すことによって、尾鷲の魚というのはこういうふうにおいしいんだよという

のをまずアピールしていこうということでまとめさせていただきました。あとは、

今後アオリイカであるとか、それからあと、いろんな種苗の放流とかというのは、

まだ成果がいろいろ課の中で蓄積されていますので、それを取りまとめて外へ出せ

る形にして、尾鷲の漁業というのはこういうすばらしいものがあるんだということ

をしっかりとアピールしながら、さらに新しい振興策を考えていきたいなと、こん

なふうな取りまとめでこの半年間で取りまとめをさせていただきましたので、こと

しはとりあえず外へアピールしていくんだということをしっかりとやっていきたい

なと、こんなふうに思っています。  

○村田委員   副市長の言われることはわからんでもないですけれども、じゃ、具

体的に今この辺まで、まだ公表の段階ではないんですけれども、具体的にこの問題

についてはここまで進んでおるんですよというようなことを、この委員会で言えて

も不自然じゃないんじゃないかなと私は思いますけれども、そこのところが全くな

いから、短期計画で、こうでこうでこうなんですよと簡略な説明しかないですから、

これは中身が全くないじゃないの、進んでおるの、どうのということになるのでは
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ないかなと思いますので、担当、もしわかれば、この問題については今はここまで

進んでおるということを、事細かじゃなくてもいいですから、大まかに今までここ

までやっていると、あなた方もただただ、ずさんに物事を進めたということじゃな

いんですよ。一生懸命取り組まれていることはわかっているんですよ。わかってい

るけれども、議会でこういうことを言われて、きちっと説明がなかったら、何をや

っておるんだということになるでしょう。あなた方も損ですよ。ですから、あなた

方はあなた方で努力しているんですから、この件についてはここまでやっているん

ですよということを、やっぱりこの場で示せる範囲で示していただくほうがいいん

じゃないでしょうかね。どうでしょう、副市長。  

○藤吉副市長   ３月の取りまとめの時点ではまだ数値的なものをまとめられませ

んでしたので、担当のほうではデータを持っているということでしたので、担当の

ほうから。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   村田委員さんおっしゃっていただいたとおり、

昨年度のプロジェクト会議におきましては、そういういろんな課題がある中で、そ

れを全部短期的に解消するのは困難であるという中で、課題別のまとめをしていこ

うと、そういう中で、ブランド化という一つの大きなテーマがある中で、ブランド

化を図る中でも、水揚げ量が減少しておって、それをブランディングしたいけれど

もなかなか量がまとまらないと、そういう状況もあると。そうするためには、水揚

げの増大といいますか、拡大が必要であるというところで、短期的なブランド化で

ある取り組み、中長期的な取り組みとしての水揚げ増大ということ、そういうこと

を総合的に実施、ずっと継続事業もありますけれども、そういう整理が必要だろう

という整理をプロジェクト会議の中ではさせていただきました。その中で一つ、短

期的に昨年度末ぐらいからやっているのが、ブリの活け〆をしたものを、脂が乗っ

ているとか鮮度がいいと、そういうふうなのを数値化してわかりやすい形で消費者

の方にお示しできるようなものを職員と一緒にやっていこうということで取り組ん

でまいりました。一つとしては、脂肪率というところで、春のブリなんですけれど

も、尾鷲のこの辺の熊野灘に来るブリが、脂の率が１５％から３０％ぐらい非常に

高い割合があると。こういうことは、ほかの例でいきますと、マグロの生マグロの

中トロとかトロの部分が２７％ぐらいなんですけれども、そういうふうな形の比較

をとっても非常にいいのではないかと。また鮮度の面でも、活け〆をすることによ

って身の色がきれいであるとか、鮮度が長持ちするであるとか、そういう傾向が出

てまいりましたので、その辺を数値化して、また、違う漁業者さんにもこれを見て
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いただくような形で、そういう技術の普及を図っていきたいなと、そういう部分を

ＰＲも含めて、今後積極的にしていきたいなというのが一つの短期的な取り組みで

ございます。まだ試行錯誤ではありますが、一つ一つやれることからやっていきた

いなと思っています。  

○三鬼（和）委員   ブランド化とか、そういった面はよくわかりました。しかし

ながら、目指す姿が漁業者、生産者の所得向上であったりとか、担い手であるとか

持続可能な漁業という中で、例えば実施中の放流についても、本来ならば、この放

流したものが市場へ水揚げされるというのか、それでこそ初めて生産者に結びつく

ということがあるじゃないですか。ここへ書いてあって、長期計画なり上の中では、

尾鷲魚市場の活性化とか水揚げの集約化とか、それは漁協の合併等によって水揚げ

の集約化というのは議論はしていただけるかなとは思うんです、尾鷲魚市場が拠点

市場としていくかどうかということも含めて。しかしながら、現状の中では、本来

は放流したりとか、そういったものの追跡調査の中で、これらがどれぐらいこの近

辺の市場に水揚げされておるかということがあって初めて生産者の所得に結びつく

わけじゃないですか。これは、このように羅列はしてありますけど、この辺がどう

なのかということもやっぱり我々のほうにも、私もしばらく市場へ行っていないん

やけど、尾鷲魚市場でも行っていると状況はわかりますよって、それが、放流はこ

んなに進んでおるのに、これが生きてきていないなというところなんかもあるわけ

じゃないですか。これも生き物ですから、必ず、したらその湾に定着しておるばか

りじゃなしに、どんな動きをするかわからんですので、もっとその辺を、効率も、

これからの時代、ずっと放流を続けておるわけですから、その辺も研究課題ではな

いのかなと、水揚げ状況の面では課題かなとは思うんですけど、どうなんですか、

その辺は。不可能なんですか。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   ヒラメ、マダイ、トラフグ、カサゴと放流をし

ていると。特にマダイとヒラメ、トラフグにつきましては、三重県とか水産振興事

業団が追跡とか効果調査をしていただいております。特にヒラメについては混獲率

という格好で、水揚げされる魚の中に占める放流魚の割合が、以前のデータでいき

ますと２０％ぐらいあるとか、割と高いデータもあります。特に南部のほうに高い

傾向があるとか、そういうふうな話もあって、特に漁業者の方からもヒラメがふえ

ているという話も聞いたりとか、カサゴについても同じようなことを聞いておりま

すので、継続的に進めていきたいと。水揚げの増大に向けた一つとしての施策とし

ては継続的にやっていくということが一つと、それと、資源の下支えする藻場の再
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生とか、そういうふうなことを、沿岸の環境をよくしていくためにそういうふうな

事業、漁業者が取り組む事業を支援しているという状況でございます。  

○三鬼（和）委員   その部分と、マグロ船も近海マグロも２隻あってということ

がありますので、先ほどのブリのブランドとともに、そういったものの生かし方で

あるとか、何やかんやいっても地元の漁協への水揚げ、これがやっぱりないことに

は、どんな議論をしていてもある中で、今回尾鷲漁協の組合長さんでも合併の話の

中では、水揚げが相当、一番最初に合併の話があったときはかなりの量があったと

思うんですよ。金額を言うのはあれですけど。それから、現状としては、やっぱり

資源の問題が大きな問題になってくると思うので、議論の中心は、それがないと担

い手も漁業振興もできないんじゃないかなと思いますので、行政ができる範囲って

しれておるとは思いますけど、やっぱり国・県との協力のもとで、絶やしてはいけ

ない職業だと思いますので、広い視野でお願いしたいなとは思うんですけれども。  

○内山水産農林課長   委員さん言われるとおり、水揚げが本当に大切なことと思

っております。それで、水揚げをふやせるような、私らも行政として漁協と連携を

とりながら、いろんな施策等も考えていきたいと思います。  

○三鬼（和）委員   そういった面では、副市長さん、うちの市長はそういったこ

とを期待もして副市長さんをお招きして、尾鷲市の行政の中でいろいろやってもら

っておると思いますもので、国・県との連携については、積極的に副市長のほうが

動いていただきたいなと思うんですけど、いかがですか、その辺は。  

○藤吉副市長   これまでの経験を生かしまして、国・県、そして、さらに漁協、

漁業者の方と連携させていただいて、尾鷲の水産が元気になるような形で頑張らせ

ていただきたいと思います。  

○野田委員   一つ、これを見て、実施しやすい形のことをつくっていかないと、

僕はやるほうとしても実施しづらいんじゃないかと一つ思います。今、係長のほう

から藻場の再生とかブランド力というのは、このページにあらわれていない表現が

されたわけなんですけれども、そういう部分で、もう一遍、藻場の再生って本当に

大事なことだと思いますが、ここにはあらわれてきていない。藻場というのはあり

ますけれども、それをどうするのかというのもあらわれてきていないですし、鮮度

の評価というのは数値化って、そうしたら、どんな数値がいつまでにやっていくん

やとか、１年間通して数値を出す、２年目に出すとかという形も見当たりませんし、

それで、今言ったように、県の水産の連携とか漁協との連携とかという部分は、ま

た別個でヒアリングしながら数値を固めていくという部分もあるでしょうし、いろ
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んな形でやるべきことというのはあると思うんですよね。そういう部分が、一生懸

命していただいているのは十分わかるんですけれども、なかなかアクションはしづ

らいのかなと今感じるんですが、どうですか。  

○内山水産農林課長   わかりやすいような、先ほど言わせてもらったように時間

軸をつくりまして、見える姿、いつまでにどのような形が見える姿というのをつく

っていきます。  

○野田委員   そういうことで、ひとつよろしくお願いしたいとしか言いようがな

いんですけれども。  

 そして、尾鷲ヒノキのほうへ話をさせてもらいますけど、販路開発ロードマップ

ということで、私、この尾鷲ヒノキというのは、もう何年も前から活性化という部

分は話がされていると思うんですよね。その中で、何でなかなか売り上げとかブラ

ンド力というのは、だんだん日本農業遺産でそういう登録はされていますけど、な

かなか収益というか、上がってこないのは何かというところを、問題・課題をやっ

ぱり認識しないと、なかなかこれはまた計画倒れになってしまうのかという気はし

ます。ですから、具体的にどういうことをやってきたのかという部分をもう一遍考

えていただきたいという部分があって。それで、木工製品の販売事業という部分に

ついても、若手の人がだんだん少なくなってしまいます。これは自身が事業継続さ

れていませんので、今、四、五人の方がいろんな木工製品をやっている状況だと思

うんですよね。そういう部分も含めて、どのようにして販売していくのかという部

分を、最終的にこういうのは販売できないといけませんので、そこら辺も、これま

での課題を本当に洗い出してやっていただきたいなということを思っているんです

が、いかがですか。  

○内山水産農林課長   委員さん言われるように、このロードマップのほうも記載

させていただいていますように、現在課題の洗い出しとか、各事業の商品の把握と

かというふうなことで、販売に向けていろいろな議論を行っておりますので、今後

も引き続き努めていきたいと思います。  

○村田委員   何回も繰り返しになりますけど、課長、これ、今いろいろ説明をし

て、先ほど補佐もいろいろ今やっていることを話しましたけど、やはり言葉で表現

をしたりするのは非常に難しいんですよ。ですから、時間軸という言葉もありまし

たけど、そうじゃなくて、工事の工程表があるでしょう。いわゆるさまざまな要素

を、この期間にこれとこれとを掛け合わせてここまで進めるというような予定表、

いわゆる計画表、そういったものを作成して、それで、今現在はここまで進んでお
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ると。一方では、この販路についてはここまで進めてきておる段階ですよというよ

うな、そういうものをやっぱりつくる必要があると思うんですけど、それのほうが

説得力もあるし、あなた方もそれは取り組みやすいと思うんですが、どうでしょう、

副市長、その辺のところは。  

○藤吉副市長   今年度しっかりとそこの工程表、それから数値目標、到達点と、

それから、どういう工程でそこへ到達させるのかというところをしっかりと早急に

つくっていきたいなと、こんなふうに思います。  

○村田委員   生意気なことを言うんじゃありませんけれども、マニフェストがあ

りますよね、マニフェスト。マニフェストのような形でつくっていくと、ここまで

の計画で、今現段階ではここまで行っているんですと。ここまでしか至らなかった

原因については、要因としてはこうなんですと。それについての対応はこういうこ

とでやっていきますというようなマニフェスト、いわゆるそういうものをやっぱり

私はつくる必要があるのではないかなと。じゃないと、なかなか進んでいかないん

ですよね。一生懸命進められるということはわかるんですよ、皆さん。しかし、そ

れが成果としてなかなかみんなに伝わらないというのも事実なものですから、そう

いうふうな形できちっと明記をしていただくということなんですよ。ＩＳＯ、御存

じだと思うんですけれども、ＩＳＯなんかの意識で、そういう形できちっとやって

くると、原因追求はできる、それに対する対応策は打てる、それで現在の進捗状況

は打てる、そういうものを一目瞭然にばーっとあらわせて、その中であなた方も協

議をしながら、今後どうしていくんだということを協議していくほうがさらに進み

やすい。それで、議会で示しても、議会の方々も御理解をしていただけると思うん

ですけれども、ぜひこれをやっぱりやっていただくようにお願いしたいと思うんで

すが、委員長、委員会からそういうものをきちっとしていただくように要請をして

ください。  

○南委員長   わかりました。  

○奥田委員   せっかく副市長に来ていただいたので、二、三お伺いしたいんです

けれども。  

 まず、水産事業再生プロジェクトについてなんですが、これ、副市長が座長です

けど、ちなみに、これ、何回ぐらい会議ってやっておるんですか。  

○藤吉副市長   プロジェクト会議としては５回開催させていただきました。  

○奥田委員   ５回ですか。５回開催して、それは関係者の方も、これ、１０月の

資料を見ると、水産関係者やら三重県、水産関係事業所、こういうのも来てもらっ
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た上での５回なんですかね。  

○藤吉副市長   ２９年度のプロジェクトについては市役所の中でしたので、私を

座長としまして、当時の水産商工食のまち課長、総務課長、市長公室長、環境課長、

生涯学習課長の６名で協議をさせていただきました。  

○奥田委員   でも、１０月にもらった市政推進プロジェクトチーム構成表を見る

と、座長で副市長と書いてあって、庁内は各課長何人かいますよ。それで、指針と

いうのがあって、関係団体って、例えば水産事業再生プロジェクトだと、水産関係

者、三重県、水産関係事業所って書いてあるじゃないですか。プロジェクトの構成

員ですよね、チームの。何でその方々を交えて会議していないんですか。庁内だけ

で終わっているんですか。  

○藤吉副市長   プロジェクトの中でどういうことをやっていくんだということを

まず取りまとめた上で、市役所外の方に御参加いただくというところを考えまして、

まず市役所内部。ただ、市役所内部での議論が、なかなか取りまとめが私が不手際

でできなかったことで、２９年度につきましては市役所内での議論で終わってしま

ったと。そこについては反省しております。  

○奥田委員   だったら完璧じゃないじゃないですか。全然できていないというこ

とですよね、これ。プロジェクトチームの構成員ということで、関係団体、水産関

係者、三重県、水産関係事業所って入っているにもかかわらず、そのプロジェクト

チームのメンバーも呼ばずに、庁内だけの議論だけで終わってしまったと。じゃ、

途中じゃないですか、これ。全然完璧じゃないですよね。これ、見ますと、具体的

な計画立案策定を３月３１日までにやりますよと。さっきも言ったように、具体的

な計画というのは、いつ、どのように、何をどうするかというのを、それを３月３

１日までに立てるんですよと、そういう説明だったでしょう、１０月のとき。だか

ら大々的に、市長はすごい旗を振ってやったんじゃないですか、これ。肝いりです

よ、本当に。これから新しいことをやるんですよと。加藤市政はこういうことをや

るんですよということでしょう。ということは、関係者も、このプロジェクトチー

ムのメンバーも、全員も入れずに、庁内だけでちょこちょこっと会議して、それで、

寂しいですよね、副市長、これ。この１枚、資料、きょうの資料２、プロジェクト

チーム、これは何カ月かかったのか知らんけれども、その会議の結果はこれですよ

と言われても、これが完璧と言われても僕らは困りますよ、これでは。済みません

ね、副市長。先ほど体脂肪率、ＰＲするんですよと。ＰＲしたらいいやないですか、

そんなもの、ホームページに載せたらいいでしょう。簡単じゃないですか。どんど
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んやっていったらいい。日常業務ですよ、そんなものは。違いますか。やれるもの

はどんどんやったらいいんや。広報に載せたらいいんやないですか。委員会でも報

告したらいいんや。どんどんやったらいいんや。それで中期的に、さっき課長補佐

が水揚げを上げたいんやと言われたけど、その水揚げを上げるためにどうしたらい

いか。  

 僕が言いたいのは、深層水関係のヒロメの養殖から、それからハバノリもいろい

ろやってきて、いろんな補助金を使いながらやっておるじゃないですか。それから、

放流、カサゴとかトラフグとかもやっていますでしょう。そういうのはわかります

よ。でも、そういって財政的にいろいろ補助しているのはわかります。でも、新た

に行政として、やっぱり加藤市政の目玉として、今財政は厳しいけれども、こうい

うお金の使い方、ここにこういう形でお金をつぎ込むから、この分野を強化してい

くんだとか、そういう目に見える、さっきの野田委員の質問に対して、課長、何で

すか、目で見てつくっていきますなんて、このプロジェクトの中でできておらなあ

かんですよ、それ。目で見えるような形で、これが。何もないもん、中身が。僕は

それを言っておるんですよ。だから、いついつまでにこれをやるために財政的負担

は要るけれどもと。それと、副市長も無責任ですよ。これから県と国の連携してや

っていきますなんて。このプロジェクトをつくる段階で、県と国との連携を含めて、

こういう補助金があるのでこういう補助金を使いながらこの事業を進めたいと。い

ついつまでに進めたいと思いますとか、そういうのがあればいいけど、何もなくて、

これから国と県と進めますって、このプロジェクトをつくってから何カ月たってお

るんですか。それを入れ込むのがこのプロジェクトじゃないんですか。だから、工

程表とかを早急につくりますなんて、その工程表を入れなあかんですよ、ここに。

フローチャートでわかるようにきちっと。この事業はこうしていくんですよと。

我々が目に見える形にしていかないと、こんな大ざっぱなものなんて、こんなもの

はわかっていますって。わかっていますでしょう。今認識できることじゃないです

か。こんな、５回も会議せんでもわかることですよ、この資料ぐらいだったら。５

回会議しなくても書けますよ、こんなものは。５回の会議で何やっていたんですか

ということになりますよ、これ。これから目で見てつくっていきますとか、これか

ら県と国と連携してやっていきますって、それはちょっと遅過ぎませんか。これで

完璧と言われるなら、これで市長は満足しているんですかね。このプロジェクトチ

ームの責任者である市長は。副市長、どうなんですか。満足されて、この報告をさ

れて、市長は完璧だねと言われたんですか、これ。  
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○藤吉副市長   先ほど答弁させていただいたように、この水産事業再生プロジェ

クト、数値目標であるとか、工程表の部分まで議論できなかったことについては本

当に反省しております。そして、完璧ではないという思いで私もおりますけれども、

少なくとも今まで市役所で取り組んできたいろんなデータをまとめて外を出すとい

うことがなかなかできなかったものですから、それについては少し、皆さんの意識

改革もしていただいて今後出していこうということでさせていただきました。  

 あと、プロジェクトの中には入っていただけなかったですけれども、個人的にい

ろんな全国の、例えばブランド化事業の事例であるとか、そういうデータは、水産

庁なり県のほうから頂戴しまして、プロジェクトの中で共有化させていただいて、

これからの参考にすればということをさせていただきましたけど、なかなかプロジ

ェクトの成果の中には盛り込めませんでした。ただ、データとしては、メンバーで

全国のデータを共有させていただいたという取り組みをさせていただきました。  

○奥田委員   最後にしますが、１点だけ副市長に確認させてください。  

 この１０月の資料を見ますと指針というのがあって、水産事業再生プロジェクト、

水産物のブランド化というのがあって、五つあるのかな、加工技術の高度化、高付

加価値の商品づくり、販路の拡大、水揚げ量の拡大、担い手確保、ほかもあるけれ

ども、大きく五つ、これが指針だということで、これは誰がつくったのか知りませ

ん、市長がつくったのかな、これ。職員ですか、政策調整課かな、当時の市長公室

がつくったのか知りませんけれども、この今の五つのことについて、指針として上

げていますから、副市長はどのようにお考えなんですか。僕は、今のプロジェクト

のこの結果を見る限り、副市長の熱意が伝わってこないんですよ。全く伝わってこ

ない。失礼かもしれないけれども。僕は市長がかわいそうだなと思うぐらい。本当

に熱意が何にも、これで完璧と言われたら僕は非常に困るんですけど。この前一般

質問で、これはできていますというふうに胸を張って言われておったので、えっと

思ったんですけど、どうなんですか、この五つの点について、副市長はどのように

お考えなんですか。  

○藤吉副市長   どちらかというとブランド化であるとか、それから、生産量の向

上とか、そのあたりに議論が集中しまして、水産加工の商品化とかという部分は余

り時間がとれなかったというところでは、おっしゃる目指すべき姿のところで完璧

ではなかったと思っています。ただ、プロジェクトではできませんでしたけど、水

産加工の販路を上げるために、今、県内、津であるとか鳥羽であるとかという事業

者とお話をさせていただいて、加工組合との仲立ちもさせていただいている中では、
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今後そういうところで販売していただくことにつながれば、商品のもう少し品質向

上みたいなところがもまれていく中では生まれてくるのかなと思っていますので、

プロジェクトではできませんでしたけれども、動きとしてはそういう動きもさせて

いただきました。  

 以上でございます。  

○南委員長   副市長、１点確認したいんですけれども、市政推進プロジェクトの

構成表で、今奥田さんが言われました水産の再生のほうで、三重県等入ってますが、

今回は課内で事業を進めたということなんですけれども、ほかにもいろんな外郭団

体の方が、関係団体、観光協会なり商工会なり、これは全体的にお呼びしていない

ところもあるんですか、この明記されておる中で。今の水産については三重県のほ

うがなかったということなんですけれども、それだけ、１点だけ確認を。  

○藤吉副市長   ある程度取りまとめた段階で外へ出そうという思いで進めていま

したので、外へ行くまでたどり着けなかったということで、外部の方にプロジェク

トにお越しいただいてお話を、議論をさせていただくということはできませんでし

た。  

○南委員長   そうすると、今回提示されておるのは未完成なもので、現在進行形

のこともあるんですけれども、先ほど村田委員さんからも、要望というよりか指摘

がございましたように、やはりある程度の実行数値を示して検証できるような感じ

の形のものを、しっかりとして項目別に示していただけないことには、特に巷間聞

く話では、市民というよりか、特に役所のＯＢの方からよく聞かれるんですけれど

も、尾鷲市の再生のプロジェクトって一体どうなっているのと。全く見えてこない

という声が聞かれるのが現実なんです。そういった中で、今回まとめていろんな再

生プロジェクトの報告をしていただいておるんですけれども、何か最終的にまとま

ったものではないなという僕自身が感じをしておりますので、やはり目標数値を示

したアクションプログラムなんかを、しっかりと市民にわかりやすいような数値設

定をしていただくことを、全体にわたってですよ、プロジェクトの、委員会として

も強く要望をいたしたいと思いますので、特に課長会のほうなんかでもこの問題を

取り上げて、再度検討をしていただきたいと思います。それについて、どうですか。  

○藤吉副市長   ６月末に課長会議を開きますので、そのときには全課長に対して、

こういった御意見があったということでしっかりとお伝えをさせていただきます。  

○南委員長   よろしくお願いします。  

○三鬼（和）委員   副市長、私、これ、プロジェクトという名前をつけてしまっ
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ておいてあれだけど、ふだんから、これ、課としてはやらんならんことをやってお

るもんで、本来プロジェクトやったら、これをまとめて新たなものが生まれてくる

とか、これをやるために、じゃ、次は日常的にどうしようかというのはあれやけど、

ちょっとその辺無理があると思うんです、表現の中に。仕事改革という言葉も国の

言葉とダブっておるもんで、私は国の形かいなと思ったらちょっと違っておったと

いうあれもあって、言葉、我々も、プロジェクトというもんで新たなものが生まれ

てくるのかなと思ってやっぱり問うてしまうところがあるもんで、その辺も今度ま

とめるときにはお考え願いたいなと思うんですけど。  

○楠委員   ヒノキの販売、開発するロードマップなんですけど、基本的にそのも

のを売らなきゃ生活もできないので気持ちはわかるんですけど、やはりここで必要

なのは、先ほど委員長も言われましたけど、しっかりしたロードマップの中に長期

的な視点も入れておかないと、ただものを売っているだけじゃだめだし、一時的に

生産したものを売るだけじゃだめなんですね。  

 私、知り合いから情報をもらったのは、東久留米の自由学園、一貫校があるんで

すけれども、海山に１９６６年に植林をしているんですよ。木を植えて、そこに育

った木で昨年の１２月１６日に学校の中に建物が完成しているんですけど、そうい

う長期的な視点を持たないと、いつまでも格好つけてブランドブランドって、何の

ブランドなのという話になりますので、言葉はきついですけど、この自由学園の情

報も見てもらって、ここでは尾鷲ヒノキ、海山の場所なんですけど、それから、早

水林業さんも協力して、何十年かかってやっているんですよ。だから、そういう気

持ちも入れておかないと、この５年とか６年スパンだけで物事を考えたら、多分私

がいつも言っているように、継続性・持続性がないともうこの先はないということ

も考えられるので、ぜひ全体の中に、ただ線を引いたりですとかボックスをただ横

に並べただけじゃなくて、長期的な視点も、ここでこうなったらこうなんだろうと

いうところ。  

 それと、あともう一つは、ここの自由学園は中・高、大学まで一貫なので、高校

１年生で、自分の机は自分たちで植林した木で机をつくっているんですよ。だから、

そういうのも、逆に言うと尾鷲のブランドの一つにもなるチャンスがあるので、そ

ういうところを研究してほしいなと思います。  

○南委員長   要望ですね。  

○奥田委員   副市長にお伺いしたいんですけど、さっきの、気になったんですけ

ど、委員長が言われて、６月末、課長会があるので全課長に伝えると言われていま
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したけど、どういうことなんですか、それ。副市長が言われると非常にもっともら

しく聞こえるんやけれども、あれと思うことが多々あるもので、後で思うと。  

○藤吉副市長   ２９年度にやりましたプロジェクトは、全ての課長がメンバーと

して七つのプロジェクトに配置されましたので、全員に周知するということで少し

課長会でというお話をさせていただきました。すぐ、座長だけ集まるということも

できるんでしょうけど、一番確実に全員に周知できるのが課長会議だなと思ったの

で、そういう発言をさせていただきました。  

○野田委員   今の６月の終わりという話ですけれども、何かメールとか流せない

んですか、課長の方に。というのは、まだ１０日間ぐらい後になりますよね。そう

なってくると、１０日後からまた出発するという形ですので、やっぱり非常にアク

ションが遅くなるんじゃないのかなという気がするんです。それで、イントラネッ

トじゃないですが、そういう形でできるのかなと、中身はわかりませんけれども、

思います。  

○村田委員   何回も本当にくどいですけど、最後に。  

 いろいろ皆さん努力をされていることは私もわかっているんですよ。それで、や

られておることはわかっているんですけれども、それがこちらに伝わらない。です

から、そういう工程表なりをつくってくれということを申し上げましたけれども、

その際に、あんた方は努力をしているんだという努力の痕跡が見てとれるような、

そういうものをつくっていただかないと、あんた方も言われっ放しじゃ損でしょう。

あんた方、言われっ放しで本当にやるせないでしょう。これでは、幾ら議会といえ

ども、やっぱり職員も一生懸命やっているんですから、それを認めさせるようなも

のをつくっていただくということを切にお願いしたいと思います。  

○南委員長   当委員会は委員さんに断って反問権も設定しますので、よろしくお

願いいたします。  

 まだ議論が尽きないと思いますけど、また商工観光のほうでプロジェクトのこと

はありますので、市長もお入りということで、水産農林課のほうはこれで終わりた

いと思いますが、よろしいでしょうか。  

○内山水産農林課長   報告事項、あと２点。合併の状況について。  

 新聞などで既に御承知かと思うんですけれども、漁協合併に関する状況について、

口頭なんですけれども、報告させていただきます。  

 現在市内には、尾鷲漁協、大曽根漁協、三重外湾漁協の三つの漁協がございます。

一方、県下では平成１０年度末に１０９あった沿岸地区漁協は、平成２９年７月末
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には１７に再編が進んでおり、さらに県下の組合長会議において、伊勢湾地区、鳥

羽・磯部地区、外海地区の県下３漁協構想が充実され、協議を重ねてきました。ま

た、県下南部の三重外湾漁協、海野漁協、尾鷲漁協、大曽根漁協との間で協議が進

み、各漁協の理事会総会の承認を得た上で、本年９月の漁協合併に向け手続が進ん

でおります。これまでの各漁協の総会の開催がされておりまして、まず、６月１１

日に大曽根漁協、６月１２日には尾鷲漁協、６月１３日は海野漁協が総会を開いて

おりまして、いずれもこの合併については可決されております。  

 今後の予定といたしましては、６月２９日の外湾漁協の理事会が予定されており

まして、その総会の結果を受けて、外湾理事会の承認を得て、三重外湾漁業協同組

合として新たに発足する予定でございます。ちなみに、合併の調印式が７月４日を

予定しておりまして、合併予定日が平成３０年９月３日と聞いております。  

 あわせてもう一つ、今度、熊らしい動物の目撃情報ということで報告させていた

だきます。  

 この６月８日金曜日、午前９時３０分ごろに、尾鷲市大字南浦地区、クチスボダ

ムの近くなんですけれども、４２５号線を横断する熊らしきものの情報が市役所の

ほうに入りました。それで、各課と情報共有するとともに、三重県とか関係機関と

連携を図りまして現場への調査を行い、注意看板の設置などを行いました。また、

防災無線、ワンセグ、ホームページなどについても注意喚起のほうを現在行ってお

ります。  

 以上です。  

○南委員長   ありがとう。御苦労さんでした。  

 ここで１５分間休憩いたします。３時５分からです。  

（休憩  午後  ２時４９分）  

 

（再開  午後  ３時０１分）  

○南委員長   少し早いようですけれども、委員会を続行いたします。  

 次に、商工観光課、まず付託議案の説明からお願いをいたします。初めから市長、

副市長に同席をしていただきましたので、よろしくお願いいたします。  

○北村商工観光課長   商工観光課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、進行表に沿って説明させていただきます。  

 議案第３７号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について

のうち、商工観光課に係る分を御説明させていただきます。  
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 歳出についてでございます。補正予算書の１４ページ、１５ページをごらんくだ

さい。  

 ５款農林水産業費、４項水産業費、５目海洋深層水事業費でございます。補正額

は４２９万７ ,０００円の増額でございます。補正額の財源内訳は全て一般財源で

ございます。内訳につきましては、１５ページをごらんいただくとおり、海洋深層

水推進事業費で、１５節工事請負費４２９万７ ,０００円の増額でございます。こ

れはアクアステーションの取水ストレーナー破損に伴う取水ストレーナー取りかえ

工事請負費でございます。詳細につきましては、資料をもとに、担当から御説明い

たします。  

○苫谷商工観光課係長   それでは、海洋深層水取水ポンプストレーナー取りかえ

工事について、資料に沿って御説明いたします。資料１をごらんください。  

 アクアステーションにあります海洋深層水取水ポンプストレーナー２基のうち、

１基が破損し、現在１基のみでの運用をしております。円滑な取水を継続させるた

め、破損したストレーナー取りかえ工事の実施を予定しております。  

 ストレーナーにつきましては、平成１７年度尾鷲海洋深層水取水送水施設整備工

事において、取水ポンプ手前での混入物阻止及び除去するためのナンバーワン、ナ

ンバーツーの２基の取水ストレーナーを設置しております。破損につきましては、

ナンバーワン、本体フランジ部分、配管フランジ部分に亀裂が発生、取水の際に深

層水が噴出し、亀裂が拡大することから使用を停止しております。  

 原因につきましては、アクアステーションとみえ尾鷲海洋深層水施設保守点検業

務委託契約を締結しております荏原実業株式会社中部支社において調査をいたしま

した。ストレーナーの製造は平成１７年、製品保証期間は平成１８年３月１１日か

ら平成１９年３月１０日の１年間、使用期間は約１２年、材質はポリ塩化ビニール

をベースにＦＲＰで補強をしております。破損状況については、上部フランジ部分

に割れが発生いたしました。図、写真を添付しておりますのでごらんください。  

 破損原因については、ストレーナー本体より破損した部分を切り取り、検査を実

施したところ、破断面に劣化及び腐食等は見られず、内部よりの衝撃を受けて破断

している状況であるとの見解でありました。また、樹脂メーカーによる材質劣化試

験を実施したところ、樹脂としての経年劣化は想定範囲内であり、経年による劣化

が今回破損の直接的な原因ではないと判断されました。一方、破断面からは、運転、

停止に伴う繰り返し応力が加わった形跡が見られ、ここを起点に破断したと考えら

れ、直接的な原因の特定はできておりませんが、ストレーナー内圧変動の影響によ
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る破損の可能性が高いとの結果が出ております。  

 調査の結果、破損の原因を特定することは困難ですが、繰り返し応力を受け続け

てきたところに何らかの衝撃負荷、例えばウオーターハンマーのような衝撃を受け

たことにより破損に至った可能性が高いと推測されるとの見解が出されました。  

 工事費用は４２９万７ ,０００円、工事につきましては、ストレーナー本体取り

かえ一式、及び保温工事一式でございます。  

 説明は以上でございます。  

○北村商工観光課長   以上で補正予算の説明とさせていただきます。よろしく御

審議いただき、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 ただいまの説明に質疑のある方。  

○三鬼（和）委員   １点だけ。  

 さっき、ストレーナーの内圧変動の影響による破損の可能性が高いという結果と

なって、今回部品の一部だけ変えて、（聴取不能）というか、一式やるわけじゃな

いので、ストレーナー一式を変えるわけじゃないので、修理の部分だけ新しくした

ときに、ほかの部分にかかる水圧とかはどうなんですか。  

○苫谷商工観光課係長   今回の修理に関しましてはストレーナー全体の取りかえ

になりますので、一部分の補修ということではございません。  

○小川委員   これ、ナンバーワンとナンバーツーと二つありますけど、運転時間

というのは一緒ぐらいなんですか。  

○苫谷商工観光課係長   間欠運転ということで、ナンバーワンとナンバーツーを

交互に現状運転しております。なので、ほぼほぼ同じ運転時間になります。  

○小川委員   もう片方の亀裂の入らなかったほうというのも、来る可能性という

のもあるんですか。  

○苫谷商工観光課係長   可能性は否定できないということです。  

○奥田委員   このストレーナーの場所は地下におりていくところですよね。去年

か何かに総務産業常任委員会で視察したところですよね。じゃなかった。ですよね。  

 思うんですけど、まず聞きたいのは、この４２９万７ ,０００円って結構痛いで

すね。年間１９５万円、政務活動費をせっかくなしにしたのに、こんなのでぶっ飛

んでいくんやなと思って悲しい気がするんですけど。これ、かなり地下へおりてい

くじゃないですか、あれ。僕は初めて去年行きましたけど、ああいうのって体験と

いうか、アクアステーション、それからしお学舎、以前もしお学舎は１日１００人
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体験を受け入れるんやって言っておったじゃないですか。月に２ ,５００人、年間

３万人、体験に来てくれるんですよと。それだけで１億の売り上げがあって、雇用

も生まれるんですよって大々的に言われておったけれども、そういうのと組み合わ

せて体験とかやって、それと、この深層水をもっと売って、こういう金額をちょっ

とでも賄ってほしいなという気が、政務活動費の件があるもんで余計に僕は腹が立

つんやけど。そういうふうな、賄ってもらえませんかね、努力してもらえませんか

ね。どうですか。  

○苫谷商工観光課係長   施設見学につきましては、現在でも予約制ということを

とらせていただいてはおるんですけれども、施設の中で取水ピット、地下までおり

て説明をするということは現在でも行っております。  

○奥田委員   それ、お金は取っていますか。  

○苫谷商工観光課係長   無料です。  

○奥田委員   それ、無料でせんと、あれは見る価値がある、おもしろいですよ、

この取水口。おりていって見て、僕も見ておもしろかったもん、これ、地下にずっ

とおりていって。１ ,０００円でも取って、アクアステーションの水をプレゼント

して。どうですか。僕は来てくれるんじゃないかなと思うんですけど。  

○北村商工観光課長   収入に関しましては、いろいろな方法をこれからも考えさ

せてもらいたいと思います。場合によっては、そのストレーナーのところに深海魚

も見ることもできると思いますので、そういうようなことも工夫して考えさせても

らいたいと思います。  

○小川委員   以前から言われていましたけど、去年も活魚の取水のところを変え

て３００万ぐらい出ましたよね。今回四百何十万と。それで、以前にも大型活魚の

場合の１トン２０円、それも上げたらどうかということで、前の水産商工の課長の

ときに、消費税が上がるときに上げますという返事だったと思うんですけど、これ、

早めてみて５０円か６０円に上げたら、余りにも費用がかかるので、ある程度、

少々でも利益になるようなことをすれば、それしか今のところないと思うんですよ。

それ、どうですか。  

○北村商工観光課長   この深層水事業が始まってもう１３年たっておると思いま

す。その料金体系も見直す時期には入ってきておると思いますので、検討させてい

ただきたいと思っております。  

○小川委員   夏とか、海の水温が２４度ぐらいになりますと、魚を積んでいくの

は水温を１８度まで下げるわけなんですよ。これがなかったら氷で、１０トントラ
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ックって多分１万円以上要ると思うんですけど、それを２００円で上がるというの

はかなり安いんじゃないかと思うんですけど、上げても使用量は減らないと思うの

で、ぜひ上げていただきたいと思います。  

○南委員長   関連のほうへ入っていっておるようでございますけれども、またも

とへ戻すんですけれども、１点だけ確認させてください。今回予算計上されて議決

されると思うんですね。そうなってくると、いつ工事を発注して、仕上がりはどう

なるのか、それだけ、プロセスだけ明快にしていただきたいと思います。いつでき

るか、完成が。  

○苫谷商工観光課係長   この予算が議決いただいたらの話なんですけれども、早

ければ７月下旬ぐらいの入札を予定、想定しています。それから、ストレーナー本

体が受注生産というか、つくっていただくという形になりますので、それに２カ月

ほど期間を見ております。工期については３カ月から４カ月、遅くとも１１月中に

は新しいストレーナーの設置が完了する予定、現在その予定で考えております。  

○南委員長   わかりました。  

○三鬼（和）委員   もしそれで、そういった形やったら、入札へ入ってくる業者

って何件も見込めるんですか。  

○内山水産農林課係長   その件に関しましては、業種等の選定から、そこに登録

されておる業者の数にもよると思いますので、これからその辺の選定等に入ると思

いますので、それから入札のときに業者はわかるといったことになろうかと思いま

す。  

○南委員長   複数見込まれるということですか。  

○内山水産農林課係長   複数はあります。  

○楠委員   先ほどの説明で、破損の原因を特定することは困難という内容が後段

のほうにあったんですけど、それであれば、今回取りかえるストレーナーの中身を、

いわゆるライニング工法を変えて少し厚めにするとか、そういう工夫をしていかな

いと、ここの原因がわからないんだったらまた同じようなことが発生すると考えら

れるので、その製造過程で、内装に入れる作業としてライニング工法の厚さを少し

変えるとか、そういう仕様を変える考え方ってありますか。  

○北村商工観光課長   せんだっての質疑でもお答えさせていただいたときにも少

し言葉足らずだったかもしれないんですけど、今回の破断したことによりまして、

ほかの材質とかやり方も考えられないかということだと思います。まず、このスト

レーナーは深層水を扱う機器でもありまして、塩害を防ぐ必要があるいうことも第
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一として考えております。粉体塗装でコーティングされた金属である場合、例えば

鋳鉄とかステンレスなどに変えた場合、機器的にも、ストレーナーということで、

内部構造等が複雑にできておることから、塗装にむらができることで塗装の弱い部

分が腐食することも考えられます。このことから、塩害を防ぐということを第一に

考えると、今までどおりのこのポリ塩化ビニール製のストレーナーを選定させてい

ただいたということになります。また、国内の公設による深層水の取水施設による

材質は大半が本市と同様の材質を使用しておりますので、また、直近の事例におい

ても国のＦＲＡ、水産研究教育機構など、全国的に採用されておりますので、この

ようなことから現状と、同質の内部にＦＲＰコーティングを施したポリ塩化ビニー

ル製のストレーナーを使用したという形で考えさせてもらっております。なお、フ

ランジの使用につきましては、取水のときの圧、１平方センチメートル当たり約２

キログラムの圧であります。このことから、ストレーナー自体の本管接続部分を１

平方センチメートル当たり１０キログラム、ふたの部分と覗き窓の部分を本管接続

部分と同様に１０キログラムに変更して対応させてもらいたいと思っております。  

○楠委員   今言った吹きつけの関係なんですけれども、このライニング工法とい

うのは既に３０年以上前からやっているので、多分むらというのは基本的に解消さ

れていると思うので、参考になるんだったらそれも今後聞きたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。  

○南委員長   他に。この議案について。  

○野田委員   先ほど、このストレーナーについては入札ということなんですけれ

ども、こういう専門性のある部分については、建築というか、建てたところの業者

等の第一義的に、値段の交渉とか、そういうことはやられないんですか。それ、専

門性、ちょっとわからないところで聞きたいんですけど。  

○南委員長   入札やでな。  

○野田委員   入札でやるんですか。入札が主やね。  

○南委員長   よろしいですか。  

 それでは、提出議案のほうは終わりたいと思って、関連で、報告事項もあるんで

すけど。  

（「深層水で」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   そうすると、深層水に絡めてですね。先に報告事項だけしていただ

こかいね。先に。それから全体にわたって、その他のほうで質疑していただくとい

うことで。  
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 それでは、報告のほう、お願いいたします。  

○北村商工観光課長   それでは報告事項に移らせていただきます。  

 まず、口頭にて大きく２件報告させていただき、その後、資料を用いて１件報告

させていただきます。  

 まず、深層水利用企業の２社について御報告させていただきます。  

 詳細を担当より説明させていただきます。  

○苫谷商工観光課係長   それでは、みえ尾鷲海洋深層水利活用企業について、２

件御報告申し上げます。  

 平成２６年１１月より、フルハシＥＰＯ株式会社とスジアオノリの共同研究を実

施しておりましたが、平成２９年度で３年間実施いたしました共同研究は終了いた

しました。事業化に向けて企業側においていろいろ検討、行動いただいており、本

市といたしましても相談に乗っておりましたが、残念ながら事業化には至りません

でした。事業化に至らなかった大きな原因は、事業用地の確保と聞いております。  

 次に、株式会社ＬＤビバレッジ尾鷲工場における深層水商品休売状態について御

報告いたします。  

 現在、株式会社ＬＤビバレッジ尾鷲工場において、製造機械の故障により深層水

ラインの操業を停止している状態にあります。機械につきましては、長期間大規模

メンテナンスを行っておらず、平成２９年の後半から不具合が発生しており、その

都度調整し、運転してきたと聞いております。平成３０年２月上旬に規模の大きな

故障が発生し、取引先には休売の通知を行い、修繕を実施し試運転を行ってきまし

たが、輸送ポンプ等、かなり広範囲で修繕箇所とは別の故障が発生し、現在操業を

停止している状態にあると確認しております。修繕費用については数千万円の規模

で、修繕実施については未定ということです。我々担当が休売の情報を得たのが３

月上旬、その後ＬＤビバレッジ尾鷲工場に確認をとり、修繕実施後、４月下旬の出

荷をめどに製造を再開するとの回答を得たため、経過を注視しておりましたが、製

造再開について予定が立っていない状況となっているため、今回御報告させていた

だきます。  

 利活用企業についての御報告は以上でございます。  

○南委員長   以上です。まず、これについて、ただいまの報告について。  

○三鬼（和）委員   ＬＤビバレッジ、旧あさみやさんの尾鷲名水、これ、海洋深

層水を主としたインキュベーション事業でやったということで、ここの敷地である

とか、後でした倉庫の敷地なんかも、ほとんど時価からするとかなりの経費で操業
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をスタートしていただいたこともあって、それで、取り交わしの中にも海洋深層水

の事業をするとなっておるんですよね。それで、会社が変わったので、我々も総務

産業があったときに一度行ったんですけど、そのときも余り製造をしていないよう

なことを言っていました。そういった、こんな契約違反みたいなことはどうなるん

ですか。こういったのですると、会社との、内容は引き継いでおるはずですから、

やはり費用がどれだけしようと、海洋深層水を使った製品をつくっていただかない

と、ここの当初の趣旨とかそういったものが違うので、もう少し会社のほうとの話、

これはしなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、今後。  

○北村商工観光課長   当時の協定書などや土地売買契約のときも、深層水を活用

した目的というようなことで取り交わしを行っております。私どもも顧問弁護士な

どにも相談して、今の現状がどうなのかというようなことを聞かせてもらっており

ます。ただ、この協定書であったり、土地売買契約のときの深層水を使わなかった

ときのペナルティーというのが具体的に書かれておらないということですので、具

体的にペナルティーを科すというところまでは行けないというところであります。

ただ、私どもも深層水事業、大変重要な事業だと思っておりますので、粘り強くＬ

Ｄビバレッジのほうに操業開始していただけるような話を進めていきたいと思って

おります。  

○三鬼（和）委員   ただでくみ上げる水、これはうまいし、よう売れておるらし

いんやけど、国とか県の補助をもらった自体が、海洋深層水でインキュベーション

をやるということで、我々も、先ほど言ったように、取り決めの部分が余りきつく

ないとなっておるんですけど、やっぱり二つの現ビバレッジと、それから、しお学

舎さん、ここで海洋深層水を使っていただくので、直接海洋深層水を売るよりか、

そこの部分で費用対効果の部分が出るであろうということで、就労者はおるみたい

ですけど、海洋深層水絡みのやっぱり就労にならんと意味がないと思うので、その

辺は少し強権にでも、やっぱり海洋深層水事業を継続していただくようにするべき

だと思うんですけど、どうですか。  

○北村商工観光課長   繰り返しになりますけれども、やはり深層水事業、大変重

要だと思っておりますので、粘り強く何回もＬＤビバレッジに働きかけを行ってい

きたいと思っております。  

○奥田委員   去年でしたか、総務産業常任委員会で視察したときに、アクアステ

ーションの後やったかな、行った。そのとき聞いた話でびっくりしたのが、９５％

が水、５％が深層水の商品ということで非常に驚いたんですけどね。たった５％し
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か使っていないのかと。平成１７年の計画書を見ると、古江から名柄、深層水、１

日に４８０トン送って、そのうちの１２５トンは必ず使いますよと。それで、お茶

も１日１１０トンつくる、井戸水を使って。これは井戸水ですけど、１１０トンつ

くりますよというような計画が出ていて、それで、主要製品なんかも１日１トンぐ

らいはつくりますよとか、いろいろ計画が出ているんですけど、全然、もうほとん

ど、お茶もつくっていないみたいやし、井戸水の水をそのまま売っているというよ

うな感じしか受けんのですけど、今回これ、操業が今レーンがとまっておるという

ことですけど、このままとめてしまうということはないんでしょうかね。何かそん

な気がしてならないんですけど、それはないんですか。復旧はするのかな。  

○北村商工観光課長   私どももＬＤビバレッジ本社のほうに出向きまして、いろ

いろ聞き取りさせていただきました。修理に関しまして数千万ほどかかるというよ

うなことと聞いております。またその修理にかかる、では次、修理ができるかどう

かの判断というのがこの秋ぐらいと聞いておりますので、またそこまでには待たせ

てもらわなきゃいけないかなと。ただ、私どももやはりこの事業、深層水の水をつ

くっていただきたいと思っておりますので、なかなかお金に対する応援というのは

難しいとは思うんですけれども、市としても何か協力できるようなことも要望がな

いかというようなことでも、投げかけはさせてはいただいておる状況ではございま

す。  

○奥田委員   今、その修繕に数千万かかるという話がございましたけど、これは

いつからとまっておるんですか。秋口がどうのこうのと言われましたけど、もうち

ょっと詳しく教えてもらえますか。  

○苫谷商工観光課係長   ＬＤのほうから説明を受けたのは、昨年度の後半からち

ょっと調子が悪くなったというふうには聞いています。  

○三鬼（和）委員   前から要望しておるんやけど、これからはやっぱり向こうの

生産、水であろうと深層水であろうと、深層水を送っておる部分を、その部分に県

の補助であるとかインキュベーションの国の補助がついておるわけですから、基本

料金でいただくというのか。あと、確かに製品はつくっていただかなくちゃいけな

いとは思うんですけど、基本料金制にすべきだと思うんですわ。使おうと使わまい

と海洋深層水の基本料金はお支払いしていただいて、それで使った分を上乗せする

というか、水道料金のようにしなくちゃ、機械が動いておったときから９５％程度

しかつくらないとかということになっておるので、深層水は深層水できちっとその

ように仕分けするべきじゃないかなと思うんですけど、一応御検討ください。  
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○北村商工観光課長   検討させていただきます。あと、また先ほどの係長の説明

の補塡をさせてもらいますけれども、調子が悪くなったというのを聞いたのは昨年

の１２月ごろなんですが、その修理を重ねてきておりました。私どもが聞いたのが

ことしの３月上旬でございました。その３月上旬に聞いた時点では、２月ごろから

調子が悪くとまっておるということを３月上旬に聞きましたというような次第でご

ざいます。  

○奥田委員   じゃ、２月からとまっていると。だから深層水は、送水は古江から

しておるけれども、１日４８０トン、もう全部垂れ流しということやね、そうする

と。大変なことですけれども、これ、本当に修繕、数千万かかるのでようしません

と。このまま深層水の水はつくりませんというようなことはあり得ないんですか。

その違約金は、さっきも三鬼和昭委員が言われたように、一種の契約違反じゃない

かなと僕は思うんですけれども。それで補助金をもらって、県からも、あれは何億

でしたっけ、相当もらっていますよね。問題にならんのかな。大丈夫なんですかね。  

○北村商工観光課長   可能性という言葉になりますと否めませんけれども、私ど

もとしましては、そういうことにならないように働きかけを努力して行ってまいり

たいと思っております。  

○南委員長   この問題、県のほうの見解は伺っていないんですか。三重県のほう

の。  

○北村商工観光課長   県のほうの意見は伺っておりません。  

○南委員長   ということは、県にも報告をされていなということなんですか、ま

だ。  

○北村商工観光課長   そのとおりでございます。  

○南委員長   今、話のやりとりで聞いたんですけど、やはり県からインキュベー

ションバレーで９億余りの巨額を投じて、また送水管にしろ、６億かけて取水管か

ら引っ張っているということでありますので、やはり県にはしっかりと報告をして

いただいて、もし行政指導があるのであれば、いろんな知恵をおかりして、できる

だけ一日も早い深層水の水をつくっていただくよう、ＬＤビバレッジのほうには一

日も早い製造発注をしていただきたいなと思うんですけど、本当に。そやなけな、

全く深層水の意味がないですよ。ある意味では、尾鷲の深層水の水が市場へ出回ら

ないということは大変なあれですので、当然もうけている会社だと思いますので、

これはぜひとも責任持って強く。市長ですね、これはもう。ＬＤビバレッジのほう

にあすにでも行っていただいて、本当に真剣に、お願いするというよりか、行政指
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導という形のほうがいいのかな。お願いじゃないですよね、これ。そういった面で、

どうですか、市長。  

○加藤市長   中身につきましては担当からいろいろ聞きまして、私もこの海洋深

層水事業のスキームというか構図というか、大体それは理解していて、それに占め

るＬＤビバレッジの全体の深層水に対するウエートというのがどんどん落ちてきて、

今こういう状態になっていると。当然、さっき担当が申し上げましたように、顧問

弁護士ともいろいろ相談しているんですけれども、当然県のほうにはきちんとした

報告はしなきゃならないし、いずれにしろ、中身を聞いてみますと、このＬＤビバ

レッジの尾鷲でどうのこうのしていてもこれはしゃあない話ですので、やっぱり本

社のほうに出向きながらそういったこともやっていかないと、最終的なことは本社

のほうへ出向いていろいろと要請するといいますか、そういうこともやっていかな

きゃならないなとは思っております。  

○濵中委員   これ、政策調整課の説明のときに指定管理制度全体の話を、見直し

てある方針の見直し、取り組みをやっていきますという報告をいただく中で、これ、

アクアステーションに関しては今年度いっぱいでまた指定管理を変えなくてはいけ

ないということなので、政策調整課にある全体の見直しに加えて、ここの商工にお

いてはこのアクアステーションの指定管理の目的というものをはっきりさせる中で、

今言われる深層水の売り出しの企画とか、そういったことにも力を入れられるあた

りを、ぜひ指定管理の見直しの中でお願いしたいなと思いながら今聞いておりまし

て。  

 それで、早速にタッチプールの開放が広報されておりまして、これは本当に子供

さんたちの遊び場がふえるということに関してはすごく歓迎するべきことかなと思

ってお礼を申し上げたいなと思うんですけれども、そのあたりも恐らく使用ルール

のあたりが今からきちっと来られる方には広報されるんでしょうけれども、そうい

ったアクアステーションの持つ機能というものを本当に一つのところでできていく

のかというところは、ずっと思っておるところもありましたので、最初のストレー

ナーの故障の保守の部分であるとか、あと販売の企画の部分であるとか、あと、地

域貢献する施設であるとかというあたりが全て網羅できるような指定管理の見直し

をぜひお願いしたいと思うんです。それに関しては今年度内ですので、結構時間も

短い中ですけれども、ぜひ来年度の指定管理に間に合うような形でスケジュールが

お示しいただければなと思っております。どうですか。  

○加藤市長   さっき濵中委員がおっしゃっていました指定管理のこの、インプッ
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トしています。やはりこの分については運営がどうあるべきなのか、それで、その

運営の中でさっきの値上げの話とか、そういったことをきちんとしながら、一方で

は地域貢献とか、あるいは集客という話についても、この前もきちんとそういうお

話も聞きながら、そういったことを含めて最終的に２ ,４００万の、それの経費と

いうものをやっぱり指定管理全体、このアクアステーションにおける指定管理とし

てどう見直していくかということについては、今現在担当と話をしながら、当然モ

ニタリングは商工観光のほうとやりながらやっておりますので、その辺のところを

踏まえた形で、きちんと御説明はさせていただきたいと思っております。  

○濵中委員   その中で、最初に奥田委員が言われました収入をふやすといったあ

たり、現行のものの値上げの部分はもちろんですけれども、新たに収益活動をあの

中でできる範囲というのは制限があるのかどうか、お聞かせいただければなと思う

んですけど。  

○苫谷商工観光課係長   今現状、アクアステーションにおける収入としては、深

層水の使用料と施設の使用料の２点が、条例上、料金を徴収することができるとい

うことになっております。  

（発言する者あり）  

○苫谷商工観光課係長   ふえる可能性という。  

○濵中委員   ふやせる。  

○苫谷商工観光課係長   施設の利用が現在少ない状態なので、そちらのほうを広

報等をすることで、少しでも利用のほうが拡大すれば、ふえる可能性はあるかと考

えます。  

○濵中委員   ごめんなさい、聞き方が下手やったかなと思うんです。その条例変

更をもってでも、例えば中で販売拡大ができるような、以前からあそこでボランテ

ィアをやってくれている人たちも、いろんな販売活動にあそこが使えないかとか、

そういったことも模索されておったように聞いておるんですけれども、そういった、

例えばタッチプールに遊びに来てくれている人たちにあそこの水を買っていただく

ようなものであるとか、もっと言えば、子供たちがきっと集まるであろうから、そ

ういった子供たちを相手にした屋台のような形でも、窓口販売のような形でも、そ

れは可能性としてはできる建物なのかどうかという、そのあたりはどうですか。  

○北村商工観光課長   やはりこの深層水事業、市内の方への認知、それから市外

への方への認知というのが、すみ分けて考えなくてはいけないと思っております。

市内の方たちにまず触れ合ってもらうというようなことでいろいろな催し物、今も
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やっておりますし、またこれからもやっていかなければならないと思っております。

また、市外の方につきましては、いろいろなツールを使って情報発信というのが一

番近道かとは思いますし、また、私どももいろいろな機会を設けて市外へ情報発信

もしていくことで、深層水の利用がふえてくるのではないかと思っております。ま

た、濵中委員からも以前御提案もあった熊野古道客の駐車場にもというようなこと

もありますので、間接的にもアクアステーションの存在を理解してもらえるという

ようなことにも働きかけを行っていきたいと思っております。  

○苫谷商工観光課係長   施設が水産庁の補助をいただいて建設しているというと

ころがございますので、そちらの要項等に抵触しない範囲で何かできるものがある

かというのは、持ち帰らせていただいて検討をさせていただきたいと思います。  

○野田委員   ３点ほど質問させていただきます。  

 １点目は先ほどの収入アップの件ですけれども、値上げっていつ上げるかと、こ

れは私が議員になってから１年弱、そういう話が出てきていますけれども、何も実

効性がないわけですよね。要はよう上げていない状態です。まずそういうことも、

やっぱり始めることも考えて、いつから上げるとかということを明確にしたほうが

いいんじゃないかなという気持ちがまず１点あります。そして、集客という面では、

これからの収入で、今課長がおっしゃったように、深海魚のそういうのは楽しくい

い部分だと思いますけれども、まず、収入アップという部分を一方で模索するとい

うことと、あともう一つは、これだけ経常の運転資金が３ ,０００万かかって２５

０万の収入です。遠い先のことになるかもわかりませんけれども、約二千何百万が

要は赤字の状態で、税収から流れています。これだけだんだん人口減少の中で、一

般財源とかそういう部分で、より住民サービスができない可能性は十分ある。その

中で、悪いんですけれども、撤退という言葉は不適切かもわかりませんけど、ある

程度の事業の見直しというものを明確にしていくことが、住民サービスにつながる

のじゃないのかというのは個人的には思ったりするんですけれども、そういうこと

で、今借り入れ市債の分が３億円強あります。これは取水事故もあって、平成３５

年で償還が終わるわけですけれども、いろんな補助金絡みがあるというのは聞いて

いますけれども、そういう一方では収入アップと、片方ではもう一遍見直しをして、

最悪の状態を模索するということも必要じゃないのかと思っています。ですから、

この事業に対しては尾鷲市が太刀打ちできない。ですから、そこら辺の収入アップ

はやるだけやる、推進するということは大事なことですけれども、その一方で、や

っぱりそういうことを、県との話もあるでしょうけれども、やっぱり模索するとい
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うことがこれからの大事な数年だと思うんですが、いかがですか。  

○加藤市長   本当に大変なんですよ、御承知のように。だから、２５０万の収入

で三千何百万の支出で、差し引き３ ,０００万と。それでもって、先ほどおっしゃ

っていますように、まだ県からの補助の残が１６億程度残っていると。１７億です

か、１７億残っているんですね。こんな状況でやる場合に、しかし、基本的には僕

は継続しなきゃならないと思っているんですよ、ある程度の年数までは。そのとき

に、おっしゃるような形の中で、去年もずっといろんなことを模索しながら、新し

い開拓先というところを求めていましたけど、僕の場合はちょっと大きなところだ

ったものですから、これは無残にも断られました。おっしゃるように、小さいとこ

ろからどんどんやっぱり収入を上げるための営業活動をやらなきゃならないと思い

ます。ちなみに、この深層水のこのアクアステーションとの契約の中に、市内にお

ける営業活動をやるという項目があるわけなんですね。そういうことも含めて、や

はり営業活動はどんどんやって、しかし、やるといっても年に１０万とか１５万と

いうような、そういう世界なんですね。だけれども、やっぱり収入はふやしていか

なきゃならない。それで、三千何百万の支出については、ほぼこれの８割ぐらいが

アクアステーションに対する、要は指定管理料なんですね。これをどうやっていく

のかというようなことが非常に難しい話なんですけれども。ただ、指定管理をやる

ことによってどういうふうな効果があらわれるか。お金以外に、数字以外にどうい

う効果があらわれるのかということもやっぱり考えてみなきゃ、そのまま数字をよ

くしろといっても今の現状では非常に難しいと思います。だから、この前ある議員

がおっしゃっていましたように、ああいう形、要はアクアステーションというこの

辺には全然ないようなものですから、それを一つの集客に使うという手も僕はある

と思うんです。そういうことも含めて、要は指定管理の見直しということをベース

に、全体的な見直しはやっていきたいと思っております。  

○野田委員   やはり続けて、ある程度の期間の中でやっぱり結論を出す。先ほど

市長は１７億とか借り入れを言っていましたけど、そこまでもうないと思います、

借入金額は。３億ですわ。ですから、借り入れは３億で、３５年に終わるんですよ、

これは。ただ、いろんな償却の分については、建物が３８年とか、あと取水管とか

送水管が５０年という期間が縛られていますので、その分についてどうこうという

問題は出てきますけれども、やっぱり事業としては、これだけ人口減少は、頑張っ

ても落ちています。その中で、いろんな事業収入を上げられるのでしたらいいです

けれども、これはあくまでも限界に来ているんじゃないのかなと今感じるわけです。
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それで、灯浮標の話も、補正も初年度の本年度の予算で１ ,１００万ですか、それ

に補正で四百何十万という形で、通常の運転以外の部分でメンテしないといけない

部分が出てきます。そういうものを入れ込むと、非常に膨大な資金投下がされてお

るわけですよね。そこら辺はこの何年かの間でやっぱり見直しをする必要があると

いうことを言いたいわけですけれども。  

 以上です。  

○加藤市長   どうも失礼しました。今、借入金が１０億７ ,４００万でございます。

それで、２９年度の償還が利息を含めまして８ ,８００万、起債の残高が２９年度

末時点で３億９００万、こういう状況でございます。失礼しました。  

○濵中委員   野田委員の発言に異を唱えるつもりはないんですけれども、ただ、

アクアステーションの見直しに係るときに、少なくとも夢古道の湯であるとか、あ

そこが確実に集客を伸ばしておるという実績は事実としてあるわけでして、それで、

夢古道の湯であるとか、バイキングであるとかというところに関しましては、当初

の予測を上回った人を集めている。今、市内でそういう集客のあるところの数少な

い一つ、シンボリックなものにもなっているということも踏まえますと、本当に数

字だけの判断というのが、先ほど市長が言われたように、数字にあらわれないもの

もきちんと見た上での判断が必要かなと思いながら聞かせていただいておりました

ので、市長、どうかそういった使い方、深層水があればこその夢古道の湯であった

わけでしょうから、最初の時点で、それで、市内でこれからいろんなものを興して

いくときに、機会を捉えて深層水というものをクローズアップさせるような取り組

みにしていくことで、夢古道のような形もできるのではないのかなという気もして

おりますので、ぜひここから派生しているものを見落とさずに、見直しなり、先の

企画などを考えていただきたいなと思うんですけど、市長、いかがですか。  

○加藤市長   まことに恐縮でございますが、数字的な大幅な改善というのは、正

直申しまして今は考えられないので。それで、それが１０万プラスになるのか、１

００万プラスになるのか、要するに差し引きが、マイナスが１００万マイナスにな

るのかと。それと同時に、やはりこのアクアステーションというもの自体が、尾鷲

にしかないという非常に珍しいものなんですよね。それを、先ほど申しましたよう

に、集客とか販促とか、これに伴って夢古道というのはどんどんやっぱり集客人口

がふえているというような話も聞いていますし、そういった形の中で、これこそ正

直言って、海洋深層水によってどういうところに使われていって、能書きですよね、

こういうこともやっぱり考えていかなきゃ。ただ、正直申しまして管理だけやって
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いるようではだめだと思います。これだけは正直言って、まことに申しわけないん

ですけど、こういう認識をしましたので、きちんとリードしていきたいと思ってお

ります。  

○三鬼（和）委員   指定管理料をチェックするのであれば、現状の業務の中で、

直営でやればどれぐらいの費用かということを一度やっぱり換算してみるべきです。

今の体制で今の年間事業でして、嘱託職員等々を直営で置いてした場合にどれぐら

いかというのを。というのは、商工会議所さんに指定管理していただいた主な理由

というのは、やっぱり商いをやっておる組織であるということから、海洋深層水の

販路の拡大を目的に、商工会議所さんに指定管理を受けていただいたというのは当

初のことですから、今はそれが機能しているのかどうかということも、まるきりな

いとは限らないでしょうけど、そういったのが経年で一段落したのであれば、直営

であればどれぐらい、あと、今市長も言っていたように、それプラス管理プラスあ

そこの建物というか、集客とか営業サイクルになるようにするにはどれぐらいの費

用が要るかということを考えて、それで直営のほうがはるかに安いのであれば再考

すべきだと思うんです。現状のままで仕事をふやすというだけでは、この指定管理

料の中でこの仕事をふやしてもらうといっても、それは効果があるかどうかという

のは難しいよって、原価を先に下げるということを考えるべきだと思うんですけど、

いかがですか、考え方として。  

○北村商工観光課長   やはり、まず指定管理の制度の趣旨としましては、民間の

能力を活用するというところがございます。ただ、指定管理にとらわれず、更新の

際にはまた原点に戻って、何がよいのかという選択肢をいろいろ考えながら検討し

てまいりたいと思います。  

○三鬼（和）委員   私もイベントがあったりとか、そういうのも毎年、この前は、

５月のときはよう行かなんだんですけど、最近だと孫を連れて行ったりとかといっ

てしておるんですけど、全体の事業がどれぐらいかというのを踏まえてすると、先

ほど濵中委員なんかももっといろんなことをするべきやと言うように、今の現状で

は管理のみになっていってしまっておるようなところがあるので、そういったこと

も一度原価計算をし直して、同じように指定管理するんやったら、やっぱりどうい

った事業をするかということをきちっとうたった上で、効果が出るような形を検討

していただきたいなと思うんですけど。  

○南委員長   また次にも報告がありますので、次の報告へ移っていただきたいと

思いますが、４時を回ると思いますが、そのまま会議を続行いたしたいと思います。  
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○北村商工観光課長   それでは、尾鷲観光物産協会について御報告をさせていた

だきます。  

 尾鷲観光物産協会につきましては、一部報道でも取り上げられている状況であり

ますが、５月下旬の総会にて会計処理等の不備が指摘され、その総会が流会となっ

ております。本市におきましても本協会は補助金支出先団体であり、さきの総会が

流会になった時期は、平成２９年度の補助金実績報告が提出され内容を精査してい

るときでありました。担当課といたしましても、補助金実績の内容精査中でありま

したが、この事態を重く受けとめまして、再度改めて内容精査を行い、時間をかけ

不備について指摘し、協会側によって先日正すことができました。精算につきまし

ては、例年であれば、余剰金があった場合、出納整理期間内中に年度内精算を行っ

ておりましたが、２９年度補助金につきましては、余剰金があったものの、現時点

では該当会計年度が終了しておりますので、整理がついた後に、前年度精算金とし

て歳入の補正予算として計上させていただきたいと考えております。  

 なお、協会につきましては、今回の騒動によりまして現職理事が全員辞職し、改

めて理事選挙等が行われ、近々新理事体制によって協会運営を行っていく旨を聞い

ております。担当課としましては、まず、補助金の運用について慎重に取り扱って

もらうものを改めて伝えるとともに、今後についても適正な運用を行ってもらうよ

う、その都度ごと、一度ならずその現状に応じまして指導してまいりたいと思って

おります。  

 以上でございます。  

○南委員長   物産協会については、地元新聞でおなじみと思うんですけど、２０

日に理事会を行って、２５日に総会をされる予定だと聞いております。  

 今の報告について、特に御意見のある方は。  

○三鬼（和）委員   きのうでしたか、政策調整課の市政改革担当が言っていまし

たように、今回の中でも、決算に至るまでの帳簿というのか、伝票であるとか領収

書であるとか、そういったものの問題もあったように、指定管理されておるところ

ではないんですけど、ほとんど市の補助金というか、そういった運営をしているの

で、帳簿についてでも、特に帳簿関係についてはきちっとされるように指導してい

ただきたいなと思うんですけど。  

○北村商工観光課長   そのように、心して対応させてもらいたいと思っておりま

す。  

○奥田委員   １点だけ気になるんですけど、私も３月のときに、神社への駐車場
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とかトイレの補助ということで、それで計画書、それを見せてもらったんですけれ

ども、そのときから気になっていたんですけど、税理士の報酬が６０万ぐらいある

んですよね、年間。補助の団体で６０万って、普通の企業でも年間高いと思うんで

すけど。僕は考えられないんですけど。  

○南委員長   その問題は直接的にはここの問題じゃないと思うので、物産協会の

問題ですので。  

○奥田委員   補助しておるのは税金でしょう、これは。市が出しておる税金が、

莫大な、それだけを払っておってまたこういう問題があったというのはまた問題や

と思うし、その辺、僕は本当に６０万が妥当なのか、３月のときからずっと疑問に

思っておるんですけど。  

○南委員長   協同組合のことですので。  

○奥田委員   それにしてもそんなに……。  

○南委員長   うちのほうの委託団体じゃないですので。  

○奥田委員   それでも市がほとんど出しておる団体ですので、補助して。ほとん

ど自分らはないやないですか、１００万ぐらいでしょう、あれ、協会員から取って

おるお金なんて。ほとんどが市からの補助金で成り立っておる団体なんですから、

もっと僕は税理士も考えないかんと思うけれども。それで問題を起こしておるよう

じゃちょっと情けないなと思うんやけどね、その税理士も。誰とは言いませんけど。  

○南委員長   その件についての答弁、できますか。できないでしょう。  

○奥田委員   ちょっとその辺、指導してやってもらえませんか。６０万は取り過

ぎやで。それはちょっとやり過ぎじゃないですか。  

○北村商工観光課長   今、奥田委員おっしゃられたのも、またその妥当性も、調

査させてもらいたいと思います。  

○南委員長   他にございませんか。  

○村田委員   妥当性もあれしてみたいと言ったけど、そんなことできるの。そん

なこと、その団体でそういうことはできるの。そこら辺、気をつけて。  

○北村商工観光課長   失礼いたしました。大体平均というか、そういうようなこ

とも考えてと思いまして妥当性と使わせてもらったんですが、言葉が間違っていた

ようでしたら申しわけないです。  

○南委員長   誤解を招くおそれがありますので、十分答弁には気をつけていただ

きたいと思います。  

○北村商工観光課長   申しわけありません。  
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○村田委員   どうするつもりなん。改めて言ってください。  

○北村商工観光課長   きちっと調査させていただきたいと思います。  

○南委員長   じゃ、まだ報告事項はありますよね。  

○北村商工観光課長   あと、観光事業再構築プロジェクトと、あと、後ほど資料

で魅力発信を配付させていただきます。  

 まず、観光事業再構築プロジェクトについてでございます。  

 観光事業再構築プロジェクトにつきましては、３月の委員会にて、前の組織の水

産商工食のまち課から取りまとめを報告させていただきました。本プロジェクトと

しましては、観光ルートの整備、情報発信の二本柱を指針として協議を重ねてまい

りました。観光ルートの整備におきましては、五つの柱としまして、漁師まちの満

喫、昭和の飲み歩き・食べ歩き、釣り、ヘルスケアツーリズム、熊野古道の五つの

中心となるものを中心とさせていただきました。情報発信につきましては、ターゲ

ット別に設定することが効率的であり、年代によって媒体を変更しながら対応して

いくことが望ましいと考え、何を何で発信していくかを追求しまして、その方法を

洗い出しさせていただきました。その旨を３月で報告させていただきまして、一旦

観光事業再構築プロジェクトとしましては、本年度からは担当課の中で進めていく

こととしまして、まず、観光商品の構築について、関連事業者の意見を今年度求め

ていくことにしております。  

 以上でございます。  

○奥田委員   これも僕、さっきも水産農林のときにも言うたんですけど、市長は

これ、何回も言うけれども、方向性を示したんだと言われておるんやけれども、１

０月にもらったときの資料では具体的な計画を立案・策定しますと。この具体的な

計画というのは、何を、どのように、いつまでに実行するか、それを立案させるん

ですよということをはっきり書いておるんですよね、これ。そうやって言っておっ

たと思うんだけれども。だから、方向性だけじゃだめなんですよ、市長、これ。や

っぱりかなり、もっと踏み込んだ具体的なものを僕は出すべきやと思うんですよ、

これ。その辺、市長。  

○加藤市長   奥田委員おっしゃるとおりなので、皆さんからおっしゃっているの

は、方向性をしまして、具体的にいつまでにどうするのかという、そういう、これ

が本当に基本だと思っております。一応ある程度の方向性というのは示しているん

ですけれども、それがいつまでにどうのこうのということが非常に指し示しにくい

と。ですから今のやり方としては、基本的には専門家とタッグを組もうと。専門家
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とタッグを組もうということはどういうことなのかというと、具体的に申し上げま

すと、阪急交通社、乗ってくれました。それで、阪急交通社の担当、要するに部長

クラスでございますが、事業部長です、事業部長が、まず尾鷲の魅力をどう発信し

て、要するに阪急交通社として商品として組めるか否かということからまずスター

トしましょうという、その形をとりまして、７月に入って、実質的には７月１２日

に打ち合わせをやるわけなんですけれども、そこから具体的にどういう商品、我々

が考えている分と彼らの考えている分と合致するような方向でいろいろ議論しなが

ら、一つは商品化に向けてやっていきたいと。それは、彼らが商品化してくれるの

であれば、当然尾鷲のほうにいろいろとお越しいただくと。そういうときにお店が

どう対応していって、泊まるところはどうするのかというような、そういうプログ

ラムといいますか、そういうことを最終的には組んでいただきますので、まず、そ

ういう御指摘があるのも非常に私自身も申しわけないんですけれども、基本的には、

まず具体的に、どういうことをやることによってどういう結果が生まれるかという

一つのくさびを打たせていただいて、７月に第１回目の会議を開こうということで

尾鷲でやることになりました。これだけ御報告させていただきます。  

○奥田委員   今、市長から阪急交通社の話が出まして、７月からやっていくとい

う話でしたけれども、だからそういうのを成果として、市長が言われるのはわかる

んです、いろんな部分、この１年ずっと、こうしたいんだ、ああしたいんだという

ことは言われていましたけど、何一つ実になっていないんですよね、大変失礼な言

い方をするけど。やるんだ、やるんだというのはわかりますよ。このプロジェクト

だってそうやないですか。俺はやるんだ、１０月にと。去年の１０月に、七つのプ

ロジェクトをやるって、これから尾鷲をこうやってよくするんだと言っておきなが

らこのレベルでしょう。だから、がっかりするばかりなんですよ、市長。あなたは

パフォーマンスは上手なんですよね、言うのは。でも中身がない、残念ながら。そ

れに僕はがっかりしてばかりおるんだけれども。だから、そういう市民を裏切るよ

うなことをせんといてほしいんですよ。  

 これ、もう一個聞きたいんですけれども、今阪急交通社の話が出ましたも、その

再構築を、課長、庁内でやると言っていましたけど、庁内と言わなかったか。それ

で、このプロジェクトチームのメンバーというのは、構成というのは関係団体とい

うのも入っていますよね、観光事業者とか商工会議所の職員とか。例えばほかにも、

さっき出た観光物産協会でもそうやと思うんやけれども、どうなんですか、そうい

うふうな、当然再構築というのは庁内でやるの、これは。プロジェクトの。どうい
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うふうなんですかね。  

○北村商工観光課長   当時、私、座長をさせていただいておりました。まず、去

年では庁内で意見を取りまとめさせていただいて、それで、庁外の方というんでし

ょうか、事業者の方には今年度意見を聞かせていただこうという考えで今進めてお

ります。  

○奥田委員   繰り返し言うけど、とにかく去年１０月からやっておっても、いい

かげん何か具体的な話が欲しいなと。市長、とにかく頼みますわ。何か具体的な成

果を上げてくださいよ。お願いしますわ、本当に。  

○加藤市長   おっしゃる意味は非常によくわかっていますので。それで、３月ま

でに一応の方向性を出しながら、具体的な方法に行くために今年度入ったと。もう

あとは具体的な方向で進めないと。それで、当然やっぱりいろんな研究開発、いろ

んなものがあると思いますので、できることでくさびを打つような形で、要するに

観光事業はどうするのか、あるいは水産農林関係の販路開発はまずそこからどうい

うふうにして具体的に示していくのかというのは、そろそろ具体的な話ができれば

お話ししたいと思います。７月、いろんなスケジュールを組みながら、足しげく動

かしていただこうかなと思っておりますので、その辺のところが具体化すればまた

御報告させていただきたいと、このように思っております。  

○奥田委員   最後に１点だけ聞きたいんですけど、さっきも僕、結構副市長に厳

しく言ったんですけど、市長のことを考えて、市長は満足しておるのかなと思いな

がら副市長にわざときつく言ったんですけど、水産事業再生プロジェクトとか尾鷲

ヒノキ販路開発プロジェクトなんかも、これはできてますと一般質問で答えておき

ながら中身は何にもなかったと。それで、今回でも、観光事業再構築プロジェクト

にしても具体的にないやないですか。最初に言われた、いつ、どのようにやると、

そのフローチャートが全然ない。この状況を市長はどう思っておるんですか。これ

で満足はしていないですよね、全然。満足していないならもうちょっと、副市長な

り座長をされた課長に対してもっと厳しく、きちっとやれと、もうちょっと踏み込

んで。俺が最初に考えておったのと違うやないかと。違うんでしょう、これ、多分。

市長が考えておるのと全然違うと思うんですよ、この出てきておるプロジェクトの

出てきておるのは。どうですか。  

○加藤市長   水産にしろ、要するに短期的にどうやるのか、中期的にどうやるの

か、長期でどうやっていくのかという具体的な話は、これ、時間のかかる話なんで

すよね。それを具体的にやっていこうと。でも、しかし、それをやったからといっ
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て、効果があらわれているかどうかというのはわからないと。それで、やっぱり効

果をあらわす形の一つのものとして、ツールとしては、やっぱり販路を拡大するた

めに動かなきゃならないと。ただ、しかし、正直言って、今の人たちに販路の拡大、

営業をやれと言っても非常に難しいわけなんですよね、実質上。だから、私は、こ

ういうのは率先しながら、今度は商工観光課長とおわせ魅力発信担当を連れて、い

ろいろと商売をしに行こうかなというような形で。商売のほうは、正直言って私の

ほうがよく知っていると思いますので。そういう形で具体的に、皆さん方御心配し

ていただいている、委員の皆さん方御心配していただいている、プロジェクトをつ

くったけれども、将来性、時間軸でもってやっていないじゃないか、どういうこと

が具体的に今プロジェクトとしてやろうとしているのか。正直言って、やっている

ことはやっているんですよ。具体的に。それは具体的には申し上げませんけれども、

一応やっている。しかし、具体的に皆さん方、わかりやすいというのは、どれだけ

言っても尾鷲のものがよう売れておるんのや、どんなことが尾鷲のことが広まって

いるのやという、そういう具体的なものを、要するに今までとったノウハウでもっ

てしばらく動かしていただきたいと、このプロジェクトについては、そういう話で

ございます。  

○奥田委員   違うんですよ、市長、僕が言っているのは。僕はこれ、１０月に立

ち上げたときに、これ指針という形で示しておるじゃないですか、多分重点事項や

と思うんですけど、幾つか、各プロジェクト七つに対して。多分これについて議論

しろよということだと思うんですよね。それを具体的な計画に落とし込む、テーマ

はわかっているんだから、やることは、販路の拡大にしたっていろんなことを、商

品開発にしたって、やることはわかっているんだから、例えば財政との兼ね合いも

あるけれども、こういうところに財政、いついつまでにこういうのでつぎ込むんだ

とか。市長のこの思いというのは、多分これ、市長はそうやって言いわけをするか

ら余計に僕もどうなのかなと、かばう気もなくなるんやけれども、市長の思いとし

ては、具体的な計画を出してこいということじゃなかったんですか、このときは。

この１０月、チームへの指示事項ってあるじゃないですか、具体的な計画（何を、

どのように、いつまでに実行するのか）、それを立案してこいという市長の思いが

あって、このプロジェクトをやらせておるわけでしょう。それがこういうていたら

くなものしかまとまってこない、各プロジェクトのものが。それに対して市長が、

市長はかわいそうだなと僕は思うんやけど、市長は、それは別にかまわんのやみた

いな言い方をすると、そんなのやったら勝手にせいよという気になりますよ、市長。
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僕は市長をかばっておると思うんですよ。市長が最初に指示したことと全然違うて

いたらくなものしか出てきていないから、もうちょっとしっかりやれよという意味

で、僕は副市長にもわざと厳しく言ったし、それを言っているのにかかわらず、市

長はまた、いや、今のでいいんだと。これはこれからまた具体的に進めたらいいん

だという言い方をするんだったら勝手にしてくださいよ、こんなの。僕はもう市長

をかばう気はさらさらない。市長が困っていると思ったから僕はわざと副市長に厳

しく言ったけれども、今のていたらくの状態でいいと言うのなら僕はもう何も言い

ませんわ。そのレベルなんだなと僕は思いますよ、市長がそれで満足しているなら。  

○加藤市長   まず、ていたらくな計画であるということは私は否定したいと思っ

ています。彼らはやるべきところまでやっていると思います。だけれども、このプ

ロジェクトの進捗状況について、やはりこれはおくれているということは否めない

事実でございます。それだけは申し上げたいと思います。だから、奥田委員がいろ

いろと御心配しながらやっていただいているというのは本当にわかります。そうい

う形の中で、これはもっと精査しながら、具体的にそういうものを出していきたい

と思っております。  

○南委員長   次の報告事項へ移りたいと思います。  

○芝山商工観光課参事   それでは、資料に戻っていただきまして、資料２、おわ

せ魅力発信について御説明をさせていただきます。  

 現時点でおわせ魅力発信について決まっている取り組みといたしまして、東海テ

レビでの「スタイルプラス」の放送の内容をまとめさせていただきました。  

 まず、東海テレビ「スタイルプラス」長期継続企画といたしまして「代打！和

田」、尾鷲のまちおこしをお手伝いしていただいております。毎週日曜日の１２時

から１３時４５分の中で、１回１０分程度の放送枠でございます。月１回程度の予

定で、ほぼこれから１年にわたり放送されるものと考えております。これまでの放

送は、第１回、４月２２日から先月の５月２７日まで、３回にわたって放送が終了

しております。４回目の放送はあさって、６月１７日でございます。内容といたし

ましては、和田さんがプロデュース、おわせ棒をパンでつくろうということでプロ

デュースをしていただいて奮闘している内容、それから、そのおわせ棒を港まつり

当日のイタダキ市の会場で売っていくための検討、また、港まつり当日の集客を上

げるために、尾鷲まるごとヤーヤ便などが当たる抽選会を検討している様子などで

ございます。これはテレビ的な話では、イタダキ市でヤーヤ便が当たるというふう

にしておりますが、実はこの放送をもってヤーヤ便のＰＲというのも兼ねている、
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そちらが主眼でございます。また、第５回目の放送も決まっておりまして、７月８

日を予定しております。これは名古屋市での尾鷲の知名度、認知度のアンケートを

とったり、港まつりの実行委員会の皆さん方が名古屋でチラシを配って港まつりの

集客を呼びかけようというような場面を和田さんとともに行う、まだこれは収録が

されておりませんが、これからしていく予定でございます。それと、第６回放送も

７月２９日ということで、港まつり直前ＰＲ告知というような内容で放送しようと

しております。７月につきましては、港まつり直前ということもありまして、東海

テレビの御配慮もあって２回放送していただけるという内容となっております。第

７回以降につきましては、これはまだ放送内容も日時も未定でございますが、下記

書いてありますような内容のことについて、尾鷲の資源や魅力を発信していこうと

しているものでございます。  

 以上でございます。  

○南委員長   これについて。  

○仲委員   目的のところに、魅力発信をしていく具体的な成果を、来てもらう、

食べてもらう、買ってもらうと位置づけるということを明記しておるんですけど、

この三つの事柄についての具体的な考え方を。  

○芝山商工観光課参事   まず、目的といたしましては、魅力発信と一言で言いま

すと間口が大変広い取り組みということになりますので、目的をしっかりとつくっ

ていこうということで、三つの分野で成果を出していこうとするものでございます。

一つは、尾鷲に来てもらうことにつながる魅力発信はどうしていけばいいか。また、

食べてもらうことにつながるような魅力発信、買ってもらうことにつながるような

魅力発信というようなものを意識して、優先的にそういうことに取り組んでいこう、

また、それを具体的な成果にできる限り早くつなげていきたいとしているものでご

ざいます。  

○仲委員   僕の読み方がちょっとまずかったかもわからんですけど、僕はこう読

んだんですわ。尾鷲に来てもらって食べてもらって買ってもらうと、そのようなイ

メージが多いものですから。これでしたら、交流人口の増、集客交流だけを目指し

ておると。それはそれでいいんですよ。その上の尾鷲魅力発信がないといと僕はだ

めだと思うんですわ。そういうことは、ヒノキの販路拡大とか、尾鷲の魚の消費拡

大を、関西と東海、またヒノキだったら国外、それを発信していくという意味では

捉えにくいもんで、これは一部であるかどうか、その上にもう一つ上があるかどう

かをお尋ねします。  
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○芝山商工観光課参事   御指摘のとおりでございます。もちろん来てもらって食

べてもらって買ってもらうというのも一つの一連のセットで、もちろんツアーはそ

うなりますが、単体ごとに、食べてもらうにはどうしたらいいか、また、買っても

らうにはどうしたらいいかというものの中には、魚であったり、ヒノキであったり

ということも当然含まれた活動をこれからしていこうというものでございます。  

○内山委員   おわせ港まつりが近いので、少し余裕がないというのもあると思う

んですが、今回、三木里の海遊祭を、全面的にオープンウォーターとコラボしてい

ただいて盛り上げようという動きに今なっているんですが、そちらのほうも今後の

課題として、発信のほう、ぜひよろしくお願いいたします。  

○芝山商工観光課参事   まだ今ＳＮＳ等がまだ整備できておりません。今現在、

７月ぐらいには、ＳＮＳ、ブログなどを開設できるように業者とも打ち合わせをし

ているところでございますので、また何らかの形でこの海遊祭なども、市のホーム

ページとか、そういったところでもぜひ発信をさせていただいて協力させていただ

きたいと思います。  

○三鬼（和）委員   参事、何年前か、熊野の花火のときに雨でどうか、云々とい

ったら、急遽フェイスブックを開設して、何千人の人に、港まつり、きょうやりま

すよという宣伝をやったということがあるもんで、行政ばかりが発信すると言うけ

ど、その単体単体にもそういったことを、自分らでフェイスブックなり何なりをし

て発信するということをしていかんといと、全部市がやっておっても、ホームペー

ジ自体がこんなようなホームページなのでわかりにくいもんで、例えば武雄市なん

かやったら、市長も課も、事業によってもフェイスブックを立ち上げてそれをアピ

ールしていくということをやっていますよね、これは全国的に事例として出ておる

んやけど、うちはその辺のところが全然ないので、そういったやり方を一つするだ

けでかなりの効果があると思うので、その辺も直接の団体の皆さんとも話をしなが

ら考えてほしいなとは思うんですけど。僕らも側面からやるけど、大したことない

よね、僕らのするのは。  

○芝山商工観光課参事   今、三鬼委員が言われたように、市内でもいろんな団体

が、個人だけではなくて団体のフェイスブックなんかもふえてきております。そう

いったところをどんどんリンクを張っていくとか、また、これは魅力発信としての

ブログ発信なんかができましたら、その場ででも、ぜひそういうリンクしていると

ころの新しい更新があったらまたそれを紹介していくとか、そういう取りまとめは

ぜひさせていただきたいと思います。  
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○野田委員   私、魅力発信ということで話を聞かせてもらったんですけれども、

和田さんとか、こういうテレビを使う、マスメディアを使うということは非常にい

いことだと思っています、基本的には。夕方６時半ごろから尾鷲の港がＮＨＫとか

名古屋テレビとかでぼんとサバルが出ると、僕自身は安心するというか、尾鷲やな

という形を思うわけなんですけれども、ただ、今、三鬼委員も言われたように、フ

ェイスブックとかホームページという部分がなかなか改良されていないというふう

に、私、そんなに専門でもないですけれども、思うわけです。ここら辺に投資して

いるのかなということは感じまして、尾鷲市のをどんと入れてすると、全然楽しい

ような形に見えないんですね。高齢者の方でも今はインターネットでぼんと見るわ

けですから、尾鷲市というワードを入れたら、ぼんと楽しめるまちというものをア

ピールするようなものがない限り、ただ活字だけざーっと動いてくるような形じゃ

なくて、もっと生きた、動く、躍動的なものというのはもっと考えられないのかな

というふうに個人的には思うわけです。  

 そして、尾鷲の木はヒノキ、尾鷲の花というのはヤブツバキ、尾鷲の鳥、アオサ

ギ、尾鷲の魚、ブリというものが、いろんなものが定義されているわけですけれど

も、そういうのが全然今出てこないように思うわけです。もっとそういう、これま

でのもっといいところを生かしていくというか、やっぱり大切にするというんです

か、地域資源というか、地域のものを、ただやみくもにとるだけじゃなくて、もっ

と確固たるものを確立するということも、ある一方では大事なのかなと思います。

これは余談な話かもわかりませんけれども、将来的にはそういうことも考えていた

だければいいのかなと思いますけれども、どうですか。  

○芝山商工観光課参事   市のホームページにつきましては政策調整課が取りまと

めをしまして、新年度に向けて、これからどういう内容にリニューアルしていくか

というのを音頭をとっていただくということで、私も魅力発信の担当としてその協

議の中には加わらせていただきますので、今委員おっしゃられたようなことも含め

て、ともに協議の中で議論をしていきたいと思っています。  

 ただ、市外に向けての情報発信というものと、広報としての市内に向けての情報

発信というもののすみ分けも出てくるのが一つと、それと、市外に向けて情報発信

する際には、余り欲張ってあれもこれもと出し過ぎてしまうと、一つ柱が何になる

のかなというのがぶれてしまうということも指摘は、これまで何人かの専門家から

もされておりますので、そういったことも踏まえながら、まず見えるところは、市

外の方は一番尾鷲に何を求めているのか、何をイメージしているのかというところ
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を全面に出した上で、そういうほかの魅力もどんどんつながっていけるような、そ

のつながり、滑らかさというような、ホームページの業界では今滑らかさというの

が言われておりますけど、そういう滑らかさを求めるような仕組みというのを、も

うちょっと勉強して考えたいと思います。  

○野田委員   おっしゃるとおりだと思います。情報発信というのは、市内にする

広報活動的な部分と、市外にアピールする、それとはまた違うわけですよね。市外

ということは、いろんなものの地域資源とか、シティプロモーションとかという言

葉がありますけれども、そういう形で尾鷲の、今言ったようにあれもこれもじゃな

くて、二つやったら二つのコンセプトをもってやるとか、もっと伝えたい部分とか、

尾鷲はこんなまちなんやというものを、もっとアピールできるものは、自信をもっ

てできるものってあると思うんですよ。そういうところを、抽象的な話ですけれど

も、そういうこともイメージしていただいて、金をかけるということも、今財政、

難しいですけれども、やっぱり金をかけることも必要ですので、ひとつよろしくお

願いします。  

 以上です。  

○南委員長   いろいろと意見があると思いますけれども、報告事項はもうこれで

終わりですか。  

 この際ですので、特に御意見のある方は。  

○上岡副委員長   これは喜ばしいニュースかどうかわからないんですけど、きの

うの朝６時台のＮＨＫのニュースで、突然、中部経済連、尾鷲・熊野市というテロ

ップが出たんですよ。それで検索してみたら「ラグビーのワールドカップで観光ル

ート模索」というタイトルで、中部経済連が三重県の東紀州を観光ルートにしよう

とする動きがあるみたいなんですけれども、これは尾鷲市で確認はされていますか、

聞きたいんですけど。  

○加藤市長   このニュースは私も知りまして、内容は、来年開催されるラグビー

のワールドカップ、これがトヨタのスタジアムで４回戦、四つ、日本の試合がある

わけなんですね。そのときに、欧州のほうからいろんな金持ちのお客さんが来るだ

ろうと。それに対しておもてなしをしようじゃないかということで、中部経済連合

会が乗り出したわけなんですね。その中で、せっかく来ていただけるんだから、東

紀州で一つ、東紀州とは言っていません、尾鷲市・熊野市なのね。ここでお客様方

を案内できないか。あるいはもう一つは、酒どころだから酒のところを回ろうかと

か、たしか岐阜か何かと。それを知りましたので、きょう早速、おわせ魅力発信の
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ほうにあれして、まず県に確認して、県からいろいろとその辺の情報は早くとりな

がら、早く動けという指示はけさしたばかりでございまして。申しわけありません、

そういう状況でございます。  

○上岡副委員長   ぜひ期待していますので、魅力担当、よろしくお願いします。  

○楠委員   今のお話で、昨年もモンベルが山ルートとか海ルートを相談に来て、

県に聞いたら、尾鷲市は何にも言ってこないと。そんな中途半端な取り組みは絶対

やめてほしいなというふうなのと、もう一点、昨日、よしもとの方で、教習場の東

さん、あの方がすごく大阪の舞台で漫才をしながら尾鷲市をＰＲしてくれていると。

これはＣＢＣ系列なので、今回東海テレビなのでちょっと厳しいんでしょうけど、

こういう方の協力もいただいて、漫才を組んでまだ新人でしょうけど、うまくやっ

てもらう一つもあるのかなというふうに。  

○加藤市長   いろいろ済みません。東稔子さんの漫才の件については、きのう、

ＣＢＣで６時１５分から特集で行われておりました。それを見せていただきました。

彼女のほうは非常に尾鷲に対する思いというのは思い入れが強く、尾鷲のためにと

いう、そういう発信をきちんとやろうということで、いろんなことを、紹介なり何

なりやっていただいております。  

 モンベルにつきましては、まずそういう話もあって、モンベルにつきましては、

今後尾鷲市としてどうしていくのかということを今模索中です。ただ、三重県で協

定をされておりますので、それは進めるべきかなとは思っているんですけれども、

それを進めるに当たってどういう形になるのかというようなことを、また議会のほ

うにお諮りしたいと。今動いていることは動いておりますので、向こうのトップと

もいろいろお話はさせていただきました。これだけ御報告させていただきます。  

○南委員長   よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   きょうの会議はこれにて終了させていただきます。長時間御苦労さ

んでございました。ありがとうございました。  

（午後  ４時２９分  閉会）  


